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議 題  

○ 平成20年度診療報酬改定の結果の検証について  

∫ 平成21年度特別調査について   
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中医協 検－1  

2 1． 7． 8  7：1入院基本料算定病棟に係る調査、亜急性期入院医療管理料及び回復期リ  

ハビリテtション病棟入院料算定病院に係る調査、及び「地域連携クリテイカ  

ルパス」に係る調査（案）  

（医療機関における医療機能の分化・連携に与えた影響調査）  平成20年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査  

（平成21年度調査）の実施案について  

■ 調査目的  
・以下の医療機関における機能分化・連携の状況や患者像等の把握  

・急性期入院医療を行う7：1入院基本料算定病院  
・急性期治療を経過した患者に対し医療を提供している亜急性期入院医療管理料算定  
病院及び回復期リハビリテーション病棟入院料算定病院   

「地域連携クリティカルパス」に係る点数を算定している医療機関における連携状況  
等の把握   

＜調査のねらい＞  

〔目次〕  

0 7：1入院基本料算定病棟に係る調査、亜急性期入院医療管理  

料及び回復期リハビリテーション病棟入院料算定病院に係る調  

査、及び「地域連携クリテイカルパス」に係る調査（医療機関  

における医療機能の分化・連携に与えた影響調査）…・t  l頁  

○本調査は、大きく分けて以下の別々のねらいをもつ3つの調査から構成される。  
（1）7：1入院基本料算定病棟に係る調査  
・7：1看護基準を満たす病棟にふさわしい患者が入院しているか  

（2）亜急性期入院医療管理料及び回復期リハビリテーション病棟入院料算定病院に係る   
調査  
・患者の総治療期間、入院元、退院先はどのような状況にあるか  
・入院時、退院時の患者はどのような身体の状態にあるか  
・患者の退院までの経緯（計画通りか、退院が延びた事情があったか 等）  

（3）「地域連携クリティカルパス」に係る調査  

・算定患者数や連携医療機関数はどういった状況にあるか  
03つの相互に関連した調査を1つの調査の下で実施するのに併せ、調査対象医療機関に   
おける退院調整部門の設置状況や、自院の地域での必要に応じた機能分化や連携に関す   
る考え方など、地域における医療機能の分化・連携に係る一般的な調査も行う。  

○ 回復期リハビリテtション病棟入院料において導入された「質  

の評価」の効果の実態調査・・・・・・・・・・・t・・・  3頁  

■ 調査対象及び調査方法   

＜調査対象＞  

・調査票は、「施設調査」「病棟調査」「病棟患者調査」と診療所に対する「診療所調査」   
からなる。いずれの調査票についても、上記（1）から（3）の調査について調査客体   
毎に編成し直したものである。  

・病院に対する「施設調査」は、以下の病院から無作為抽出した計3，500施設を対象とす   
る。（ただし、亜急性期入院管理料の届出病院（1，062施設）及び回復期リハビリテーシ  
ョン病棟入院料の届出病院（911施設）については全数）   

①急性期入院医療を行う医療機関として、一般病棟入院基本料の7対1及び10対1  
入院基本料の届出病院及び地域連携診療計画管理料の届出病院   

② 急性期治療を経過した患者に対し医療を提供している医療機関として、亜急性期入  
院医療管理料及び回復期リハビリテーション病棟入院料の届出病院、並びに地域連  

携診療計画退院時指導料の届出病院  
・「病棟調査」は、「施設調査」に回答のある病院の亜急性期病室、回復期リハ病棟、一   

般病棟、「病棟患者調査」は当該病棟の患者を対象とする。なお、一飯病棟に関しては、   
重症度・看護必要度の基準を満たす患者割合の高い病棟及び低い病棟より各3病棟を選   
択し、計6病棟を調査対象とする。  

1   

○ ニコチン依存症管理料算定保険医療機関における禁煙成功率の   

実態調査 ……・t∴■・・＝・‥・■・・■   4頁  



回復期リハビリテーション病棟入院料において導入された  

「質の評価」の効果の実態調査（案）   

1調査目的  

・試行的に導入された「質の評価」により、患者の状態の改善の状況はどうなっている   
のか。又、患者の選別が行われていないか等の調査を行う。  

＜調査のねらい＞  

・「病棟患者調査」は、一般病棟では平成21年6月の退院患者24名（対象6病棟、各病   
棟4名）を対象とする。亜急性期病室では平成21年6月の入院中・退院患者の全てを   

調査対象とする。   
「診療所調査」は、地域連携診療計画退院時指導料の届出診療所の全数とそれ以外の有   

床診療所から無作為抽出した計1，000施設を対象とする。   

＜調査方法＞  

■ 自記式調査票の郵送配布・回収とする。  
r病棟患者調査」は各病院においてとりまとめの上、「施設調査」と併せての郵送回収   

とする。  
・なお、回復期リハビリテーション病棟入院料の届出病院については、調査客体の負担軽   

減の観点から、『回復期リハビリテーション病棟入院料において導入された「質の評価」   
の効果の実態調査』の調査票において調査を行う。   

■ 調査項目（中医協 検－2参照）   

■ 調査スケジュール  

○回復期リハビリテーション病棟の入退棟時の患者の状況を把握する。  

・重症患者（白常生活機能評価10点以上）をどの程度受け入れているのか  

・退棟時に日常生活機能評価がどの程度改善されているのか  

・居宅等への復帰率はどの程度なのか  
○回復期リハビリテーション病棟におけるリハビリテーション提供状況を把握する。  

・リハビリテーション提供体制（人員体制、提供場所）  

・リハビリテーション提供状況（入棟後の早期段階、退棟直前の段階）  

平成21年  

5月   6月   7月   8月   9月   10月   

調査票の設計、調  

客体選定等  

調査実施  

集計・分析  

報告書作成  →   

調査検討委員会  （⊃  （⊃  

■調査対象  

＜調査対象＞  

・本調査は「施設調査」「病棟調査」「退棟患者調査．からなる。  

・施設調査は、全国の回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している保険医療   

機関911施設（入院料1二195施設、入院料2：716施設）の全てを対象とする。  

・病棟調査は、施設調査の対象施設において、回復期リハビリテーション病棟入院料の   

届出を行っている全ての病棟を対象とする。  

・退棟患者調査は、施設調査の対象施設において、平成21年6月1カ月間に回復期リ   

ハビリテ…ション病棟を退棟した全ての患者（ただし、回復期リハビリテーション病   

棟入院料の算定患者のみ）を対象とする。   

＜調査方法＞  

・施設調査、病棟調査、退棟患者調査のすべてについて、調査対象施設の自記式調査票   

の郵送配布・回収とする。  

・なお、調査客体の負担軽減の観点から、『医療機関における医療機能の分化・連携に   

与えた影響調査』の調査項目についても、同一の調査票において調査を行う。  

■調査項目（中医協 検－2参照）   

■ 調査スケジュール  

平成21年  

5月   6月   7月   8月   9月   10月   

調査票り検討、  

調査客体の選定等  

調査実施  

集計・分析  

報告書作成  ___t 

調査検討委員会  ○  ○  



ニコチン依存症管理料算定保険医療機関における禁煙成功率の実態調査概要（案）  

■ 調査目的   

「ニコチン依存症管理料」の算定回数の把握   

「ニコチン依存症管理料」を算定している患者における指導終了9か月後の禁煙成功率の   

把握  

・禁煙指導体制の把握  

＜調査のねらい＞  

O「ニコチン依存症管理料」の算定回数の把握  

O 「ニコチン依存症管理料」を算定している患者における指導終了9か月後の禁煙成功率の   

把握  

・5回目の指導終了時、指導終了9か月後の禁煙／喫煙状況はどうか。  

○ 禁煙指導体制の把握  

・禁煙指導体制はどのようになっているか。  

・禁煙補助剤等の使用状況はどのようになっているか。  

t 調査対象及び調査方法  

＜施設調査＞   

「ニコチン依存症管理料」の施設基準を届け出ている保険医療機関の中から無作為抽出し   

た1，500施設を対象とする。  

＜調査方法＞  

・自記式調査票の郵送配布・回収とする。  

■ 調査項目（中医協 検丁2参照）  

■ 調査スケジュール  

平成21年  

5月   6月   7月   8月   9月  10月  11月   

調査票の検討、  

調査客体の選定等 て  

調査実施  

集計・分析  

報告書作成  

調査検討委員会  ○  ○   

（⊃   



L空攣（事務長用）l  

中医協 検－2  

2 1． 7． 8  

診療報酬改定の結果検証に係る特別調壬（平鹿21年度調査）  

7対1入院基本料算定病掛こ係る調査、亜急性期入院医療管理料  
及び回復期1」ハピー」テーション病棟入院料算定病院に係る調査、  

及びー地域連携クリテイカルパス」に係る調査（案）  平成20年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査  

（平成21年度調査）  

調 査 票（案〉  

0 7：1入院基本料算定病棟に係る調査、亜急性期入院医療管理  

料及び回復期リハビリテーション病棟入院料算定病院に係る調  

査、及び「地域連携クリテイカルパス」に係る調査（医療機関  
●特に指示がある場合を除いて、平成21年Q旦1旦現在の状況についてお答え下さい。  

●数値を記入する設問で、該当する者・施設等地溝合は、軌（ゼロ）をご記入下さい。  

●設問中の「一般病軌は、「一般病棟入院基本料を算定している病床（特定入院料、短期滞   

在手術基本料が算定可能な病棟・病室を除く）」を指します。  

における医療機能の分化・連携に与えた影響調査）  

・ 施設調査票（病院） ‥・・・  

・病棟調査票（一般病棟用）・‥ ‥ ‥・‥・  

・病棟患者調査票（一般病棟用）‥・・・・  

・ 病棟調査票（亜急性期病室用）… … … ■・  

・病棟患者調査票（亜急性期病室用（入院中））‥・   

一 病棟患者調査票（亜急性期病室用（退院））‥・・・・   

一 施設調査票（診療所）‥・・・・  

○［司復期リハビリテーション病棟入院料において導入された   

「質の評価」の効果の実態調査  

・ 施設調査票‥・  

・ 病棟調査票・・■  

・ 退棟患者調査票・・・・・・・・・・・・・  
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■本調査票のご記入日■ご記入者について下表にご記入下さい．  

吉昭査棄ご！己入日  平成21年（  ）月（  ）日   

ご冨己入担当者名  
連絡先電話番号  

M番号  

■★病院の概要についてお伺いします。  

間1★病院の凰設畳として族当するものをお選びください．（○は1つ）  

01国（ル生労働省．独立行政法人血立碑院農慎、凪立大草法人独立行良法人芳働書雄鷹鶏址捜構．モの他1  

02公的医療機関（群道府県．市町札一節事減組合．日赤．済生会．北海道社会事業協会属生憂眉足腰贋保険知体連合会）  

03社会保険関係団体（全国社会保倹協会連合会層生年食事葉振興団．健♯保轍合．共済組合．四民健康保削且食事）  

04医療法人  

05個人  

06その他（公益法人芋校注入社全権祉法人應虎生乳会社．モの他法人】  

○ ニコチン依存症管理料算定保険医療機関における禁煙成功率  

の実態調査  

間2 貫病院の承認等の扶優について抜当するものを全てお選びください。（○はいくつでも）  

01ホ度数命数息センター  08 ♯定機能病院  

02 救命救急センター  09 地域医ま支援病院  

03 二次救急医庚機関  10】）PC対象病院  

04 災害拠点病院  11工IPC年債病院  

05 総合国産斯母子医療センター  12 がん診療速決拠点病院  

06 地域周産期母子医療センタ1  13 専門病院h1  

07 小児救急医療拠点病院  

施設調査票・  

患者調査票・  

・52頁  

・54頁  承認等の状況  
（○はいくつでも）  

注（ト■円舞儲とは、主として碁性腫瘍、循謂播疾患嘗の患者を入鹿させる保険医療機関であって高度かつ▼門的な医療を行っているもの  

として地方社会像幹事務凧長に届け出たものを措ナ．  

1  

問3 責病院における下記の診療報儲に依る届出仕掛こついて、届出をされているものとして該当するも   
のを全てお選びください。（○はいくつでも）   

01入院時医学管理加算  10 医師事誘作業糊体綱加算T5対1補助体執加算  

02 臨床研修病院入院診療加算1（単独型・管理型）11医領事扶作芙補助体執加事l∝l削補軌体制加1  

03 臨床研修病院入院診療加算2（協力型）12 緩和ケア診療加算  

04 救急医療管理カロ算  

届出の状況  
13 医療粟生対策加算   

（○はいくつでも）  05 乳幼児救急医度管理加算  14 開瘡患者管理加算  

06 超急性期脳卒中加算  15 開瘡ハイリスク患者ケア加算  

07 診療録管理体制加算  16iき院卵生加算  

08 医師書凍作業柵体抑刀暮25き＝補助体崗加算17 桂期高齢者退院調整加算  

09 医師事議作美鶴物体覇加算5D対l補助体制加1   

注1）患者紹介比率は、小数点第二位を切り捨て小数点第一位までを記入．  

男7 鈷病院の平成21年6月1日時点で雇用している整員数をご記入ください。  

平成21年6月l且  

常勤   非常勤  
（常勤換算巾）  

（l）養護師   人  人   
工垂i空型二竺璧lにおける看謂師   人   人  

（3）准看護師   人   ． 人  

［亘空竺L二竺璽竺土聖竺空軍竺   人  人  
（5）寺領補助者   人 人  

工亘1再利一一般病棟〃lにお・蒜増補幼者   人   人  
（7）医師   人   人  
（8）葬列師   人   人  
（9）環草療法士  人   人  
（10）作業撰法士  人   人   
（11）菩矩聴、覚士   人 人  
（12）診療放射農技師   人  人  
（13）臨床検査技師   人   人  
（14）臨床工学技±  人   人   
（15）ソ㌧－シ十ルワ【カー  人   人  
（16）享兼職員  人  人  

1）諒闇中のr般病棟」は、†  

問4 ＃病院における平成ノ21年6月  、て、届出を行ってい  
るものを全てお選びください。（○はいくつでも）  

81一般病後7対1入院基本料（準7対1）  

02 【般病棟10対1入院基本閑  

03 回せ斯りハヒ■けっ】ン病棟入院料1  

04 回復期，′、ヒー，戸シ1ン病棟入院料2  

05 亜急性期入院医療管理料1  

06 亜急性期入院医環管理料2   

届出の状況（0はいくつでも）  

を除く）」、を指す。  

注2）非常勤椎貝の書初換算の算出六法  

負院のl適間の通算軌請時間を農本として，下記の上うに常勤換算して′ト数第二位を四捨五入し、小数第一一位までをた入  

例l喪聞の通↑の勧常時問が40晴間の病院で、増4日（各日5時間）勤輔の看護師が1人いる場合  

4β×5峰叩Xl人  

40時間   

叫∫tlt¶亡＼R －  － －  

間引二おいて、地域違扶診療計画管理料あるいは地域連携診療計画遺尿時指導料のいずれかについ  

てrOl届出あり」と回答された埠合には、以下の問9－12にもご回答ください。  

いずれかについても「02 届出なL」と回答された場合には、問13へお進みください。   



間9 女病院が大腿骨頬紅骨折及び脳卒中に係る地域連携診療計画管理料及び地域連携診療計画退院時籍   
導科の届出の陰に旋盤Lセ鮒蘭曽澤痍燵＿遭繍侵陰謀＃揚Ⅷの臨粒艶をご記入ください．   

平成21年  

（1）計画管理所床  施設  
（2）捕縄】7対1入院基本料卜般病棟）届出病院 細  
（3）［再穐】10対l入院基本粁卜般病棟）届出ホ院  絶世  
（4）【再掲】18対1人民基本料卜般紺）届出病院  緻  
（5）【再掲】15対l入院基本料（一般病棟）届出病院  姓没  

大  足音  
腿  （7）病院  縫投  
頸  （8）〔再掲】7対1入院i本科（一般病棟）届出網皮   鳥取  
骨  （9）〔再掲〕10対l入院よ本科．（一般病機）届出病院   施瞑  

（10）【再鶏］13対l入船科（一般辞す）届出病院   施設  
連携保焼直療機関  （11）〔再札】15ガ1入鏡基本料（一般ホ積）届出病院   施政  

（12）t再掲】療養■繍入院主事科届出病院   濾投  
（13）【再掲】回復那ペ●lトシ】ン痍凛入院料届出施綬   蝿丑  
（14）〔再掲】董急性期入院医まt理科届出施投   亀位  

（15）有床診療所  施設  
平成21年  

（1名）汁画管理■院  ▲取  
（17）【再亀】7対1入院基本料（一般鎖積）届出病院  ▲取  
（18）〔再鶉】10対1入院基本料卜甜檀）尾出ホ院  竃役  
（19）【再謁〕1ユ対1入院基本料（一般病棟）届出病院  牡投  
（加＝師欄］15対1入鹿基本精卜投榊）届出ホ院  亀股  
（21）一再穐］償tホ檀入鮎本科届出病院  監投  

脳  （22）病院  姓毅  
中  （23）【再掲】7対l入緑木料（一般ホ繍）届出病疾   施設  

（2ヰ）【再掲〕10対1入良基本科卜般ホ捜）届出ホ院   鐘毅  
（25）（糊】13対1入院i本科（一絵柄機）届出ホ院   ヰ拉  

連携保険医療機関  （頭＝層柵15対l入卿卜般鱒捜）鳥出網扶  麓投  
（27）〔再掲】ま賽銭榛入良基本科届出病院   i毅  

（ヱ8）【榊】回復期lハりチャl嬬柵入院料届出施設   施設  
（29）【再掲〕亜も性柳入院匿ま管理料届出簸投 施l文  

（30）有床診療所  施設  

問11責病院における大腸書頭細骨折及び脳卒中に係る地域連挽診療計画管理料、地域連携診療計画退院   
時指導料の算定息着について、平成20年度の去真也艶をご記入ください．   

】 平成19年虔 1      ・平成20年度  

大 戌  
人  人  

甘  
人  

（3）［再々掲〕鮫走した入鹿期間内に荘挑医療線的へ槌・退院で幸た患者数  
＊  

人  

（5）〔再掲】地域連携診療計画退院時楕導料を算定した患者数  

】 」             （4）［再々穐】連携医療欄瀾から診療情報がフィードパンクされた患者数  人  
人  

（6）【再々絡］設定した入炭期間内に退院・転院できた患者数  人  
平成＝9年虔－    平成20年度  

（7）脳卒中に上る入疾患者数  人  人  
（8）〔再掲］地域連携診療計画書理科を算定した血著数  

脳  
人  

（9）〔再々刺設定した入院料闘内に連携医療機関へ転院・退院できた患書鱒  

中  
人  

（10）［再々鶏］連携医療機関から診療惰強がフィードバγクされた患者数  人  
（11）［再掲〕地域連携尊慮針画退院時指導料を算定した患者数  人  

く1ヱ）【再々穐〕設定した入院期間拙こ退院・喘できた患者数  人  

注）平均在眈日数は、小数点儀二位モ切り檜て小数点第一位士でをだ入．  

間13 責病院には∴退続儀儀に撼する前門はございますか．臆当ナる選択肢番号に○をお付けください。  
（0は1つ）  

なお、部門がある場合は、当疾部門にて退院純業務を 書詳∴書寝で行っている嵐■に区分し、平  
成21年6月1日時点で雇用しているそれぞれの実人■赦をご記入ください．  

設置状況（「01れの■合、拙門の職穫別業人員数）  

専牲釘  ■任”  01医師  人  人  02 看護師  人  人  03 社会躊祉土・MSW  人  人  04 事旗應．■  ′ 人  人  05・モの他  人  人   退院隅整に関する部門の  
絆鷹状虜  

注1〉■顎とは、当せ節Mの兼務のみに従事している著書いう．  
注力書任とけ、当妓節Mでの集精とモの他の軒■耳での事務を簾務している青か、う（桝＝午前の3■肌ま当賦れMの退扶■鷹に鵬十る   

兼務lこ従▼ナるが、午後のSl書間は納撫での譜環菓掛こ従事十ろf嶋を樗ナ）．  

5  

庫膵（元部長叫  

平成20年虔診療報酬改定結果検証に係る調査  

医療機関における医療機能の分化・連携に与えた影響調査（案）  

●特に指示がある墳合を除いて、平成21年0月1日現在の状況についてお答え下さい。  

●数値を記入する設問で、該当する舌・施設等が軌ヽ場合は、rO」（ゼロ）をご記入下さい。  

●設由中の「一般病棟」は、「一柳   

在手術基本料が算定可能な病棟・病室を除くHを指します。なお、一般病棟と結核病棟を   

併せて1看護単位として7対1入院基本料の届出をしてし、る蟻創こは、結核病欄1こおける   

値も含んでお答え下さい。  

■本調査雇のご記入日・ご記入者について下表に＝記入下さい。  

調査票ご記入日  平成21年（  ）月（  ）目   

ご記入担当者名  
連絡先電結番号  
連絡先M番号  

｝★病院の一般病棟についてお伺いします。  

注1）入成鳥音数：新規入院患書歎（喋含む）あるいは新規転機島書数  
注2）転棟・転院・；焼鳥書数：以下の一転凱、J転院上 ri賊Jの用緒の圧電に践当丁る患者蝕の合押  

転機：現在暮正している入院王事割とは■なるホ捜に移動した場合のみの人数（鋼・一般網捜入院基本料から回復期リハビリテ  
ーシーン入院料届出椚床〈と移勤した場合には1とナるが、一般ホ捜入院基本料内での移動については0とナる．）  

暢：別の匿廉廉劇に移勤した人数  
踵：自宅又は医療機関ではない蔦Fに移動した人数  

閉2  病院の平成21年6月における一般病捜の入良義春勤について 陵内他痍捜からの転趣上麿必塵   
む）を区別してご記入ください．また、一般蟻】蔓の遭8麦奥書扱について．院内他病   

らの人】尭（1丘陵含  捜への転換と院外への遭6秦（転度合む）夢区別してご記入ください．   
入院患者延べ数  転様・転院・退院患者延べ数  

院外から  院内の一般  院＿外へ  

礪脚）  

里】邑旦生旦且             院内の－1臣 鋼憬以外の               他鋼疾  摘貯・檜t  自宅から    他所院  ヰ施錠・精義  

一般病豆   人   人   人   人   

■最後に、本調査に関連した事項でご意見等がございましたら、下桶に自由にお書き下さい。  

一般病棟入院基本料で7対1人尿基本料を井定している医療機臥あるいはその他の入院基本料を  
算定している医療機関で「一般病棟用の重症度・看護必要度に係る調査票」により評価を行っている  
医療機関は、以下の間3－5にもご回答ください。   

上記以外の医療機朋については、次頁の最後の自由回答の設問へお進みください。  

7   

設問は以上です。ご協力まことに有り難うございました。  

記入漏れがないかをご確認の上、○月○日（○）までに、同封の返信用封矧こ入れてご投函下さい。  

‘  



問6 暮病l亮における一般病棟入院基本料を算定している病床（特定入院料、短期滞在手術基本料が算定可  
能な病棟・病室を除く）を有する個別の相について病規則の奥書状態像の違邑をお伺いいたします。  

値別の病棟毎（産科及び小児科病棟は除く）に平成21年6月の一般病棟における重要度・宥戎必  
要度の基準を満たす患者の割合丘】を算出し、割合が最も商い病棟から3ケ所と最も低い病棟から3  
ケ所について、鼻捷五と平成Zl年6月の重署摩・看護必要層の基準を濱七す患者の凱合をご記入く  
ださい。  

平成21年6月  

（1）主要度・看護必要度の基準を満たす患者の割合（②／①）tl  

注1）1症よ・有理必辛皮の裏年を済た十島著の割合の算出方法  
女病院における下たの①、①の致せから、②／①に上り翳合を算出し、ノト数点第二位以下切り捨てで小数．点第一位までを記入．  

（D 入院阜曹延べ数  

入疾患者延べ・数とlユ、井出抑間中に一般病棟入院£本掛を算定している延べ患者数をいう．なお，産科及び／ト児科の患者数  

は含めない．  

②（Dのうち重民度・看護必・憂慮の基準を満たナ患者の延べ数  
「一般票複用の暮庄虞・■讃必・草正に係る好個震」を用いて押箇を行い、Aモニタリング及び処置零に係る得点がr2点以上上  

かつ、B患者の状況嘗lこ係る得点がr3点以上」である患者をいう．なお、温科及び小児科の患者数は含め虻い．  

重要度・看律必要度の基準を 潤たナ患者の割合慮（②／（D）  病校名 例：4隋真！萬棟、4W病棟嘗  

（1）割合の書い病棟  

から3ケ所  

（2）割合の低い病棟  

から3ケ所  

！主l）虞症度・看護必要度の基準を】■たナ患者のT叫合の算出方法  

各病様における下たの（D、佗〉の放任から＿（わ／のに上り割合を算出し、小数点舅二拉以下切り捨てで小組長第一位までを記入．  

（D 入院患者延べ数  

入院患者迂べ数とは、算出期間中に一般瘍捜入院基本料を算定している延べ患者数をいう．なお．産科及び′ト児科の患者数  

は含めない．  

（か C）のうちf虐度・看漕g・零度のi韓を所たす患者の娃べ数  

†1任所撫用の重症よ・雷博之・璽虔に係る騨傷＃Jを用いて押領を行い、∧モニタリング及び処札事に係る縄点が「2点以上L  

かつ、E患者の状況等に係る神慮が「3点以上Jである争者をいう．なお、産科及び小児科の患者数は含めない．  

亡i）貴柄院の価別の病性歎が5ヶ所以下の】鼻合は、r書I含の低い椚挽上位3ケ所の3位Jを空仇とし、全ての病棟についてごた入くださ  

い．  

本調査に関連した事項でご意見等がございましたら、下欄に自由にお手き下さい。  枇 

ト  

注1ト平均義【士，′ト数点第三位を四槍玉入して小数点第二位まで算出ナる．  

注2）入院患者延べ数とは、算出期間中に7対1入院基本料を井宜している延べ患者数をいう．なお、患者軌こ産科及び小児科の患者数  

は含めない．  

設問は以上です。ご協力誠に有り難うございました。 
塁左」璽喜吐邑酬  
～M各病捜へ配布していただき、各病棟の看講師長に記載をご依頼いただきたく存じます〈  

お手数をおかけし、誠に恐縮ではございますが、何卒宜しくお願い申し上げます。  

9   

病棟票（一般病棟用）  

以下の設問では、貪病欄の「一般病棟入院基本料を算定している病床（特定基底ガ、短期帯  

本科が算定亘盤組二虐皇圭農＜ユ⊥に限ってご回答ください。  診療報酬改定の結果検証に係る特別訴査（平成21年度調査）  

7対1入院基本料算定病棟に係る調査、亜急性期入院医療管理料  
及び回復期リハビリテーション病棟入院料算定病院に係る調査、  

及び「地域連携クリテイカルパス」に係る調査（案）  

●特に指示がある場合を除いて、平成21年○月1日現在の状況についてお答え下さい。  

●数値を記入する設問で、該当する者鳩哉等が無し、場合は、坦止皇旦1をご記入下さい。  

●設間中の「一般病棟」は、「一般病棟入院基本料を某雇している病床（特定入院料、短期滞   

在手術基本朋が算定可能な病棟・病室を除く）」を指します。 

⊥本調査票の一般病棟名・ご記入日・ご記入者について下表にご記入下さい。  

調査票ご記入日  平成21年（   ）月（   ）日  
注1）非常勤I書見の常勤換算の算出方法  

貪院の1週聞の遺井勤携時間を基本とLて、下記のょうに震動捜蘇して小数第二位を四捨五入し、′ト数第位までを把人  

間：1月牒の通篤の勤拷時間が4（）時間の柄院で、邁4日（各日5時間）動橋の看！蔓師が1人いる墟含  
ご記入担当者名  

■貿病欄の概要についてお伺いします。  

間1 貪病棟の嬰塵且且について該当する主なものを3つ以内でお選びください。01～36に定める診療科  
目以外を標抒している場合には、最も近似する診床科名をお選びください。（○は3つまで）  

01 内科   

02 呼吸暑昏科   

03 消化器科（胃腸科）   

04 維環器科  

05 小児科   

06 精神科   

07 神経科  

08 神経内科   

09 心療内科  

10 アレルギー科   

11リウマチ科   

12 外科   

13 繁形外科  

14 形成外科  

15 美容外科  

16 脳神経外科   

17 呼吸器外科   

18 心臓血管外科  

19 小児外科   

20 産婦人科   

21産科   

22 婦人科   

23 眼科   

封耳1いんこう科   

25 気管食道斡   

26 皮膚科   

27 泌尿器科  

28 性病科   

29 こう門科   

30リハと◆け一シ】ン科  

31放射線科   

32 麻酔科  

33 歯科  

3－1矯正歯科  

35 小児歯科  

36 歯科口腔外科  

注）埠従とfエ、貴病棟の集権のみに往事している看をいう．専任とは、貪ホ襟での菓扶とモの他のれ警編での業種を簾摸している者を   

いう（研 午前の3晴間は責椚♯の長州管埋稟掛こ徒事イるが、千謙の5疇聞」ユ藁刑部門での打卸業務に徒事する有等を指ナ）．  

注）書従・専任し．ていろ囁■の有効換算の井出方法  

★病院J〕1週間の遺書勤狭時間を基本として、下肥の上うに常勤換算Lて小数第二位を四捨五入し、小数第一位までを記入＿  

伊！1邁「吊の遺書の勤続時間が401年間の病院で、斉！舞様に】■従の薬剤師がl人、遇4日（各日11時間）勤務の専任の薬神l師が  

】人いる場合  

l  

l）入院患者数  

注2）l静▼・¢≡院・】且院患者数，以下の「転欄hl闘完J．「i蝶」の用！吾の定たに銀当ナる患者数の合計  

（⊃転1千：別の病棟に樽勤した人数  ⊂）転院 別の医療職‡姐に移動した人数  

○退l乾 自宅又は医療機関ではない施設に移動した人数  

Il   



間8 貴病棟の一般病襟入院基本料を算定している病床（特定入院料、短期滞在手術基本欄が算定可能な   
痛憤・病室を除く）における入院患者についてご平成21年6月の人柱蘭の居壇所嘲の人数をご記入   
ください．  

平成21年6月  

（1）自院の急性期病床kl  人  
（2）自院のその他の輌床  人  

同一二次富ま翳   人  
（3）他病‡乾  県内他二次医療圏   人  

県 外   人  
同一二次医ま薗   人  

（4）有庚診屠所  県内他二次医療町   人  
県 外   人  

同一二歩こ医ま当   人  
（5）介護者人保健施設・介護老人福祉施設  県内他二次医療圏   人  

県 外   人  
同一二次医療遍   人  

（6）その他屠億系サービス江‡専の施波  県内他言次医療圏   人  
県 外   人  

（7）在宅  人  
（8）その他  人  

注1）急性期ホ床とは・緻禽救急入院札♯定集中姶魔王管理札ハイケ7ユニット入鹿医療書生札脳卒中ケアユニット入陳医療t   
軋新生児♯走1中始＃靂t理軋総合膚き期檜東鶉中治療主に係る雇出納床を楕ナ．   

注2）居住黒サ‾ビスとは、グループホーム、書刊老人ホーム・畦書老人ホーム、ホ廿著書用1貸住宅を檜ナ．  

注幻入院息曽延べ放とは，井出期間中に7封1入院纂本陣を算定している竃べ上菅数をいう．なお、患者数に童糾及び小児科の愚有数   
は含めない．  間9 ★病棟の‾般病棟入院基本料を算定している病床（特定入院料、短期滞在手術基本料が算定可能な  病棟・病室を除くトにおける転機一転院・退院患者について 

、平成21年6月の転捜・転睦・退療隻   
馳左塾をご記入ください．  

平成21年6月  

（1）自院の回復期リハ病棟 人  
（2）自院の生息1生期鋼玉  人  
（3）自院の（1）～（2）以外の一般病棟  人  
（4）白浜の（1）以外の療♯椚機  人  
（5）白焼ゐ（1）－（▲〉．以外の病棟  人  

同一二次医療匪   人  
（6）他病院   県内他二次医欄堰   人  

れ 外   人  
同一二次医療圏   人  

（丁）有床診療所  県内他二次匡ま圏   人  
県 外   人  

同一二次医療圏   人  
（8）介護老人保健施設・介護老人は祉施設  県内他二次医療圏   人  

i■ 外   人  
同一ニ夢こ医療圏   人  

（9）モの他居住系サービスヒl等の施設  ≠内他二次医療圏   人  
県 外   人  

（10）在宅  人  
（11）その他  人  

注1）居住慕サービスとは、グループホー▲、有中老人ホー▲・経書老人ホー▲、ホ小菅書月井貸住宅と抒ナ．   

■最後に、本調査に朗遵した事項でご意見等がございましたら、下欄に自由にお書き下さい。  

設問は以上です。ご協力まことに有り捜うございました。  

妃入着れがないかをご確認の上、○月○日（○）までに、同封の返信用封筒に入れてご投函下さい。  

り七  

B入棟席の患者状況  
診療稲劇改定の結果検証に係る特別調査（平成21年度窮査）  

7対1入院基本料算定病棟に係る調査、亜急性期入院医療管理料  
及び回復期リハビリテーション病棟入院料算定病院に係る調査、   「 

及び地域連携クリティカルパス」に係る調査（案）  
11介穫老人稿祉施奴（如・J養環老人嘉一▲）  

入横田の「一般病棟  

般紺  コ  

0上記の病棟を平成21年6月1日に退棟された患者から4名を選び、下記設榔＝ついてご回答下さい。  
○なお・平成21年6月1日に退摸された患者が4名に満たない場合は、同年6月2日の退棟点者から、   

それでも不足するヰ含には順に3日、4日と対象日を進め、順九退棟された点者を追加ください。  
○本調査某は、賞間震と回答用紙が分かれております。質問票をご某になりながら、回答用紙の各点者   

柑こ、当該点者の各設問における選択寺号専をご記入下さい。  

1質問票   

A患者の基本的事項  

C入院（人棟）中の患者状況  



4弓  「一般新棟用の重症眉・看領必要度に係る評価領」の合計点数が最高点■の時の状況  

1）年月日   西暦 ＿年 ＿月 ＿日  

0卦J臨処t   点  9〉専門的な泊欄・処正   点  
2）血圧測定   点  （D抗悪性腫瘍剤の使用  l有 2無  
3）時間尿測定   点  ②麻薬注j寸薬の使用   l有 2無  

2）Åモニタリング  点  ①放射線治療   1有 2無  

及び処置等  1有 2無  

6トL、篭屈モニター   点  （9鼻一王剤の使用   1有 2舞  

7〉 シリンジポンプの使用   点  ⑥抗不整脈剤の使用   l有 2照  

8）輪血や血液製剤の使用   点  ⑦ドレナ【ジの管理   1有 2篇  

l）種返り   点  5）口腔ナ書沫  点  
3）B 患者の状況等             2）起き上がり   点  6）食事摂取  点  

3）座位保持   点  7）衣服の着脱  点  
4）移乗   点  ■   ・bこ＿  ＿．．．．＿▲   

＜別紙1＞診藩科コード表  
01内科   

02 呼吸匪科   

03 消化器科（▼膿科）  

0▲l循環器科   

05 小児科   

D6 柑枠科   

07 神還科   

08 沖運内科   

09 ノL、諌内科  

1D アレルギー科   

11リウマチ科  

12 外科   

13 整形外科  

14 形成外科  

15 美容外科  

16 脳神経外科   

17 呼吸器外科   

18 心頴血管外科  

19 小児外科  

20 蛮婦人科  

21産科   

22 婦人科  

23 眼科   

24 耳鼻いんこう科   

25 気管食道科  

26 皮膚科   

27 泌尿器科  

281生病科   

29 こう門科   

30†ハヒ‘，テーシlン科  

31放射線科   

32 麻酔科   

33 歯科   

34 矯正歯科   

35 小児歯科  

36 歯科口腔外科  

注）01～36に定める診療科日以外を標語している場合には、最も近似する診療科名をお選びください。  

＊最素点の日が複数日あった場合には、最初に最高点となった日とする．  

D 退棟時の患者状況  

1  退棟年月日  西暦 2009年 6月     臼   

2  退院支援計画書の    1有り  
策定  2 無し   

1在宅  9 06一－08以外の他院の他の病床  

2 自院の回復削ハヒ1テーシ】ン病棟    10 介推老人保健施設（老人保腱施設） 

3 D2以外の自院の一般病床  11介護老人橿祉施設（特別養滞空人象一▲）  
3  退棟後の居場所  1二Z グループホ【ム∴有料老人よ－1等  

（1つi捨」択）  5 0Z－04以外の自尿の他の病床   13 高齢者書用字貸住宅  
6 他院の回復期，ハヒ◆9チーシ】ン病棟    14 障害者支援施設  

7 06以外の他院の一般病床  15 死亡  

8 06以外の他院の療養病床  16 その他   

4  転 帰  1枯癒  2軽快  3 不変  4 掛ヒ  5死亡 6 その他   

1）創傷処鷹   点  9）書門釣な治療・処置   点  
退妓日の「一般病棟  点  ①抗悪性膿瘍剤の使用  1：F 丘無  
用の王症度・看護必  点  ②麻薬注射薬の使用  1有 2懸  

5    要度に係る評価票」 「 兼  ①放射線治療   l有 2無  

におけるA．モニタ  1有 里無  

リング及び処置等」  
の得点  点  ⑤昇圧奔lの使用   l有 2無  

7）シリンジポンプの使用   点  （診抗不整脈剤の使用   1有  2無  

8）輸血ヤ血液製剤の使用  点  ⑦ドレナージの讐】星   1有 2無   

点  5）口腔清潔  

6  退棟日の柑．患者の  
点  

点  6）食事摂取  点  

l状楓の得点   

1入院診療計画書にある推定入院期間より早く退棟  

2 入院診療計画書にある推定入院期間どおりの退捜  

7  退疎までの経緯 （1つ】茸択）           3 鱒状が安卑せす、追徴が延びた    4 入所・転院する施設の都合で、退捜が延びた  
6 退機先である在宅で、家族等の受入れ体制が整わす、退棟が延びた  

6 退枝先である在宅での介護保険サービスの利用開始構ちのため、退棟が延びた  

7 その他（自由記入欄  ）   

l病棟黒ば餌其瞞車］  
＜別紙2＞疾病コード表  
（ICD－10 2003年版を準用）  診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成21年度調査）  

7対1入院基本料算定病棟に係る調査、亜急性期入院医療管理料  
及び回復期t」ハビリテーション病棟入院料算定病院に係る調査、  

及び「地域連携クリテイカルパス」に係る調査（案）  

l 感染蜃及U寄生虫痘  

001ルー感染症  

002 鱈   抜  

003 主として性的伝櫓様式：をとる感染症  

DO4 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患  

005 ウイルス肝炎  

006 その他のウイルス疾患  

007 貫 菌 症  

008 煎染症及び寄生虫直の統覚・後遺症  

009 その他の感染症及び♯生虫症  

D41戌折及び】汀箭のII書  

D12 その他のj■及び付属＃の疾患  

Xll皮■及び皮‾Fll繊の疾患  

085 皮膚及び皮下甜の感染症  

叩g 皮∬炎及び】皇薙  

087 その他の皮膚及び皮下組鷹の疾患  

Yl耳及び軋機冥鰯の疾患  

D43 外耳炎  

044 その他の外耳疾ま  

0ヰ5 中耳炎  ′  

046 その他の中耳及び軋践突眉の疾患  

047 メニエ¶ル病  

0」18 その他の内耳疾虐  

049 モの他の耳疾患  

X111筍骨輪某及け鰭舌撼Åの疾ユ  

088i矩症†生多莞†生関節陣書  

08≦l関節症  

090 脊椎幹事（甘椎症を含む）  

091椎間板陣讐  

892 甘晶症鱗群  

D9a 腰痛症及び坐骨‡I呈痛  

094 その他の脊柱障書  

095 オの（裏書く損傷＞  

096 書の密度及び構造の障害  

D9丁 その他の筋↑格系及び結合組織の疾患  

●特に指示がある場合を除いて、平成21年○月1日現在の状況についてお答え下さい。  

●数値を記入する設問で、該当する者・施設等が無い場合は、「0」（ゼロ）をご記入下さい。  

】l狩 生 檎  

Oll）甲の悪性新生物  

011桔鳩の悪性新生物  

012 正膿S状結嶋移行知及び緋の悪性新生物  

013 肝及び肝内胆tの悪性新生物  

O14 気管．気管支及び肺の悪1生新生物  

015 罰▲房の悪イ生新生鞠  

016 子宮の暮性新生物  

017 慧」隻リンパ鷹  

0川 白 血 網  

019 その他の悪1生新生物  

028 良性新生＃l及びその他の薪生物  

1X ■王℡ホ真の東員  

050 ホ血盟1生疾患  

051止血性心疾患  

052▼その他の心疾患  

051 くも牒下出血  

D54 脳内出血  

055 脳 硬 玉  

056 脳動脈硬化（症）  

OS7 その他の脳血℡疾患  

05J）勤聞硬化（症）  

05≦I待 抜  

060 低血圧 

061その他の魂環浩系の疾患  

■本調査票の一般病棟名・ご記入日・ご記入者について下表にご記入下さい。  

調査票ご吉己入日  平成21年（  ）月（   ）日  

ご記入†旦当音名  XⅣ 汀躍托生井系の疾患  

098 糸球体ま五及び腎尿細管間賞性疾患  

099 乍不全  

10Q 尿濁点石庭  

101モの他の腎尿路系の疾患  

1（）2 前立腺た大（庄）  

1（）3 その他の男†生生ji誰の疾患  

1（）4 月経障書及び閉脚辺舟嬢書  

105 乳房及びその他の女性生殖器疾患  

■辛病棟の概要についてお伺いします。  

して該当するものを全てお選びください。  

01一般病棟7対1入院基本判（準7対1）  

02 一般病棟10対1入院基本料  

03 重患性期入院医療管理料I  

D4 亜急性期入院医療増l璽料2  

l”血兼及び遭血罫の疾患並びに先度■れの■書  

0：之1 賞  血  

022 そのせの血液及び造血蒼の疾患並びに免疫嵐桝の■書  

X 呼吸畢某の霧島  

062 急性■咽頭炎［かぜ］く感T＞  

06ユ 急性咽頭炎及び急闇挑炎  

064 モの他の急性上気道感染症  

065 肺  炎  

D66 急性気書支炎及び急性細気管支炎  

067 アレルギー性Å炎  

068 慢性騨l井腔炎  

n69 急十生又け捜性と明示きれない気管支炎  

070 浸性開署性粁露患  

071♯  息  

072 モの他の呼吸器系の1天恩  

XV 怒汀．分娩及びまじ上く  

106 流  産  

107 妊娠ホ血」王症換群  

108 単飴自然分娩  

109 その他の妊j腐．分娩及び産じ上く  

Ⅳ】内分濾．栄暮及び代打痍ふ  

023 甲状腺障害  

024 鰭 尿 椚  

025 その他の内分泌．集簾及び代附疾患  XⅥ 用量袖に発生した零す  

110 タ壬蝦及び胎児発育に関連する障害  

ユ11その他の周盈袖に発生した綿飴  

∨ 掃？I及口行勤の障亨  

026 血管性．及び詳細不明の！8知症  

0ニ∠T 精神作用物F缶用に上る精神及び行動の繹書  

028 鏡台失調症．腋含矢計症聖博吉及び妄そ性繹  

029 気分［應M］l■書（輪うつ痛を含む）  

030 沖桂虔惟捧書．ストレス隕柳筈及び身触覆性＃書  

031知的蝉書（和檜遅一瞥〉  

032 モの他の精＃及び行動の障害  

X明 先天萄影，至影及び染色体共罵  

112 心鼠の先天奇形  

113 その他の先天奇形．変形及び染色体異常  

Xl消化慕某の震1  

073 う は  

0丁4 歯肉炎及び相月疾患  

075 その他の愴及びサの支持地盤の＃書  

076 R済瘍及び十二措欄領闇  

077 ▼炎及び十二持場炎  

078 アルコル1生肝疾患  

079 慢性肝炎 けルコーノしイ生のものを除く）  

080 肝硬変（アルコール性のものを除〈）  

081その他の肝疾患  

082 胆石症及び胆のう炎  

D83 障疾患  

Oa4 その他の洒化器系の疾患  

X〉l丘汰撫惧噂で他に分類されないもの  

114 痘乱 数候竿で他に分煩きれないもの  
丁記入ください。  

平成21年6月】自  

非常勤  ）貴病棟において、平成21年6月1日の時点‾P雇用している要旦築、進塁濃度、            常勤   （常勤換井ザ）      人   人      人  ， 人    人    人  
亜急性期病室を持つ  

主産地者の人数を  XⅨ】腋腋中書及けモの他の外因のET  

l15 ↑  折  

118 寧董内≠傷及び内ttの損傷  

117 熱傷及び腐食  

ユ18 中  濃  

119 その他の損笛及びその他の外題のだ響  

Ⅵ 神様其の探鳥  
D33 バーキンノン病  

034 アルツハイマーホ  

035 てんかん  

0二16 脳性静痺及びその他の麻堰牲症候群  

037 自律神経系のけ書  

038 その他の神経系の疾患  

（2）椎曹操師   

（3）看津浦幼者  

注1）井粛勧恥入の常勤換算の井出方法  

貫院のl週間の通常勤横l専刊を基本として、下l已のょうに粛動換算して′ト紋第二1正を四捨五入し、′ト数第け佼までを！己入．  

例 】週間の通常の観秩時間が40時間の病院で、遇4日（各日5時間）勤笥の肴簸師が1人いる増せ  

4日×5時間Xl人  ■↑■tt■■－ n        ■【▼ ■【‾【  
40吟間  －0．5人  

19   



間8 亜急性期病室の入室患者軌こついて、平成21年6＿月の人吉前の居壇所別の人数をご記入ください．  

平成2一年8月  

（1）自院の7対1入院基本料等比－のいずれかを算定している鋼廉  人  
（2）自院のモの他の満床  人  
（3）他病院の7対1入院基本料零■lのいすれかを  同一こ次医療圏   人  

算定している病床  県内他二次医療圏   人  
丑 外   人  

同一二次医療圏   人  
（4）他病院のその他の病床  県内他二次監ま圏   人  

県 外   人  
同丁二次医ま翳   人  

（5）有床診療所  県内他±次直よ圏   人  
県 外   人  

同一二次医療圏   人  
（6）介雄老人保健施設・介護老人福祉施股  県内他二次鑑療隠   人  

丑 外   人  
同一二次医療圏   人  

（7）モの他居住系サービスI11等の施設  県内他二次医療池   人  
県 外  人  

（8）在宅  人  
（9）その他  人  

注1）r7対1入院基本料書Jとは、r7対l入胱纂本科、サ7対1入院基本札川対1入院王事稗を算虚している鋼繍（一般嘱繍入院  

間5 亜急性期稀皇を有する井病棟において、平成21年6月18の時点で書徒・離任L七いる地積別の   
岨塾について、一週間当たりの勤溝状況から算出した常勤換算後の人数をご記入ください．  

平成2一年6月1日  平成21年6月1日  

（1）医師   ． 人  （6）鯵よ放射線技師   ． 人  

（2）薬剤師   ． 人  （7）臨床捜査技師   ． 人  

（3〉 理牛虎法士   ． 人  （8）鼠床工学技士   ． 人  

（4）作業療法士   ． 人  （9）ソーシャルワーカー   ． 人  

（5）書搭瞳寛士   ． 人  （10）事務職1   ， 人  

出専従とは、★綱棟の巣彿のみに従事している書そいう．書任とは、★鋼櫨での集撹とその他のれ雷讐での集漉モ簾概している書を  
いう（桝：午前の3疇闘は★病棟の藁剤t理濃紺こ従事ナるが、牛後の5●柵は凛剤拇Mでの加納業務に従事ナる書事を汁す）．  

注）書復・書任している囁Åの粛れ換算の井出方法  

★■院の11間の通算蛎崎開を基本として・下Eのように∬勤換算して′ト帥二位と四捨五入し、小数第一位圭でをE人  
例・1月間の適↑の勤務疇何が40岬向の鋼院で、★廣撫に事従の藁刑岬が1人．葛4日佳日11利Ⅵ）勤摸の■庄の藁剤師が  

1人いる場合  

5日X8疇間×l人＋4日×1け間×1人  

481疇間  

暮本鞘・糟東撫鰻痛成人院主綿及び事M椚枝入鹿玉木料に限る）、入院疇匿筆書t加算、七島救も入席亭L♯走集中始鞭主t社軋  
′、イケアユニット入鹿匿礪■建粁並びに点車中ケアユニット入度匿＃書生粁のいすれかセ算定しているホ軋を柑ナ．  

注2）景任ホサービスとは、グループホーム、有料老人ホーム・軽升老人ホーム、ホホ書■用責貸鑑宅を措十，  

間9 亜急性期病室の退去患者数について、平成21年6月の盟主立嵐型去塾をご記入ください。  

平成21年6月  

（1）自院の回復期リハ病棟  人  
（2）自院の■（1）以外の一般ホ棟  人  
（ユ〉 自院の（1）以外の療♯病棟  人  
什）自院の（1）－（3）以外の柄捜  人  

同一二次医療圏   人  
（5）他病顔   県内他二次医療財   人  

県 外   人  
同一二次匿ま應   人  

（6）有床診療所  県内他こ次医ま圏   人  
≠ 外   人  

同一二次鑑療圏   人  
（丁）介護老人保雄施設・介護老人楢祉施投  県内他二次匿ま圏   人  

l■ 外   人  
同一ニ次匿ま照   人  

（8）その他居住系サービス■l等の施設  県内他二次匿オ圏   人  
県 外   人  

（9）在宅  人  
（10）モの他  人  

注1）虐使茶サービスとは、タ′レー7ホーム、有料老人ホ丁ム・軽費老人ホーム．ホ小事書用無住宅i檜ナ．   

0転王＝憂患性期椚暮から当紋所攫の一般ホ床に＃勤した人数 0転快：別の医療機関に＃勤した人数  
01三雄：別のホ繍に移動した人数  ○鳥宅：自宅又は医療機関ではない縫紋に拝勤した人数  
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病棟点者寮（亜急性期病室用（入院中））  

診療報酬改定の結果検証に係る特別訊査（平成21年度調査）  

7対1入院基本料算定病棟に係る調査、亜急性期入院医療管理料  
及び回復期リハビリテーション病棟入院料算定病院に係る調査、   「 

及び地域連携クリテイカルバス」に係る調査（案）  

亜急性期入院医療管理病室  現在入院中の患者用  「最射こ、本調査に関連した事項でご意見専がございましたら、下欄に自由にお書き下さい。  

0本調査雇の回答偏に、上記の病室に入院中の患壱全員について、下記設問についてご回答下さい。  
○本調査震は、質問票と回答用紙が分かれております。質問震をご覧になりながら、回苔用紙の各患者   

欄に、当該患者の各設問lこおける選択番号等をご記入下きい。  

■ 質問票   

A患者の基本的事項  

設問は以上です。ご協力まことに有り難うございました。  

記入漏れがないかをご確認の上、○月○日（0）までに、同封の返信用封訊こ入れてご投函下さい。  



＜別紙2＞疾病コード表  
（1CD－10 2003年版を準用）  B現在の患者状況  

山創俳処置   1：書  2無  17）免疫抑制剤の使用   1粛 2舞  

カ血圧計定5回以上   1有  ㌢無  18）昇圧剤の使用   1有 

3）時間尿測鷹   1有 2棄  19）抗不電脈刑の使用   1禎‾ 2無  

刃人工呼吸蕃管理   1有 2無  20）ドレナージの管理   1有 2象  

6）酸素吸入   l有 2無  2D24時間持技点ホ   1有 2舞  

6）気道内吸引   1有 望無  2カ抗生剤点滴治療   1有 2無  

7）ロ拉内切引   1有  2焦  23）脱水に対する治療   1有 2無  

入室中の  モニタリング及び  1有 2震  

処置等の状況  1有  ヱ無  ヱ5）せん妄に対ナる給療  1宥㌢舞  

l（））点粛ライン阿時3本以上  1ニー  2無  26）肺炎に対ナる治撹   1有2無  

11）心電図モニタ   l有2無      1有 2幾  27〉尿沌感射こ対する治療  

12）シリンジポンプの使用  1有 2無  乃）塵鼻l菅ヤーろう等の経膿栄養  1有 2幕  

13）輸血や血液製剤の使用  l宥 2無  か）血糖捜査1日3回以上  1有 2舞  

14）蜘直利の使用  1有  2舞  30）ドレーン法文は胸腔・肝洗祷  1有 2舞  

15）麻薬注劇儀の使用   1有  2無  M）気管切榊又は気管内挿菅  1有 2鳥  

16）放射農詣欄   1有 2♯  32）妓素療法   1有 2ホ  

幻起き上がり   1でさる   2できない  

3）座位保持   1できる   2支えがあれはできる  ‡できない  
入室中の  

患者の状況等   1できる   2鼻守り・一わ介恥l；必賓 ，できない  

5）口腔清潔   lできる   2できない  

6）食事摂取   1介助なし  2－⊥節介助  ユ圭介助  
7）衣服の着脱   l介助なし  2一桁介助  S全介助   

l慮染症及U書生曳症  

801趨t感染】匡  

002 緒   抜  

003 主として性的伝欄欄置詫とる感染症  

004 丘す及び粘縞の病質を伴うウイルス疾患  

006 ウイルス肝炎  

0（）6 その他のウイルス疾患  

00丁 真 ■F 症  

008 感染症及び蕎生女痙の続発・は遭圧  

009 モの他の感染！症及び寄生虫症  

041恩折及び■節のl■書  

042 その他の眼及び付▲鰭の疾患  

Xll皮膚及び皮下鑓Åの憂患  

D島5 皮膚及び皮下乱織の感染症  

08G 皮膚炎及び湿羅  

08†モの他の皮膚及び皮下組雄の疾患  

Ⅷ 耳及び軋鶴来烏の疾急  
043 外耳炎  

044 その他の外耳疾患  

045 中耳炎  

0・16 その他の中耳及び孔煤突起の疾患  

0一竃7 メニエール椚  

048 その他の内耳疾患  

049 モの他の耳疾患  

X∬lムす榛東及び結合姐Åの度量  

068 炎症性多発性胸部障害  

889 関節症  

090 脊椎＃書（脊椎症を含む）  

091椎間板障書  

092 亨腕症綾群  

09二1I■繍症及び坐骨神経欄  

Og4 その他の脊蛙l事首  

095 甘の傷冨＜韻旗＞  

096 十の密度及び構造の障害  

097 その他の柘1‾格某及び結合組縫の疾患  

】」蘇 生 綿  
01（〉 ▼の悪†生新生物  

011結腸の悪性新生物  

012 正膿S扶持膿杵行諷及び血眼の悪性新生物  

013 肝及び肝内胆tの葛t生新生物  

014 気管．気管支及び節の悪性新生物  

015 乳＃の悪性新生物  

016 子宮の悪性新生物  

017 悪性リンパ慮  

D18 白 血 病  

019 その他の悪性新生物  

D20 丘1生新生物及Llその他の新生物  

lX 礪債務茶の坂主  

050 布血」王仕度患  

051虚血性心疾患  

052 その他の心疾患  

053 くも膿下出血  

0ら4 脳内出血  

D55 月 梗 塞  

056 脳勤肌硬化（庄）  

D57 その他の脳血管疾患  

058 勤順硬化（症）  

D59 ＊ 槙  

01；8 色血圧（丘】  

0（11その他の禰★塑茶の疾患  

XⅣ T＃樽重■某の疾患  

098 糸礫体疾患及び腎尿細管醐￥性疾患  

099 T不全  

108 展粍結石庄  

川l その他のγ尿銘茶の疾患  

川2 腑立臆」巳大（症）  

103 その他の男†生生殖器の疾患  

1D4 月経II書及び閉経周辺斯芦●書  

105 軋訂及びその他の女性生＃塑疾患  

＝ 血液及び遭血書の憂慮並びに亀歪書鷹の胃篭 021昔  血 022 モの他の▲ま漫（月l血上の疾患並びに鬼ま牡胃の膚 

書  

X 呼囁無茶のぎ轟  

062 食性▲咽呵炎〔かぜ］＜感T＞  

063 急性咽頭炎及び急性．■挑炎  

064 その他の急性上気道感染症  

065 肺  炎  

0（；6 も性気甘支炎及び魚t生細気管支炎  

067 7レルギー性鼻凛  

068 浸性■lÅt空炎  

069 息ナ主文Ii捜性と明示きれない気讐支炎  

07（〉 慢性閉塞†生鳥疾患  

071書  見  

OT2 その他の呼吸器系の疾患  

XV 妊■．分は及び蔓じ上く  

106 流  産  

107 妊娠ホ血」重厚候群  

10も ■鰭自然分娩  

109 その他の妊娠．分娩及び産じ上く  

Ⅳ 内分泌．史義及び代托裏ま  

023 甲状戚l■苔  

024 糠 床 柄  

025 その他の内分泌．美嚢及び代謝疾患  XⅥ 用量れに発生した鋼甘  

11（〉 妊應及び胎児発雷に関連ナるl筆書  

1ユユ モの他のノ零度期に裁生した璃怯  

∨ 掃†I及び行むの尊書  

026 血t性及び拝l岬不明の艶知虚  

827 fl檜作用鶉賞憬用に上る捕縛及び行動の■書  

0出 統合失飛立．統合失1虚空曝書及び妄想性鷹書  

029 気分〔」慕情】岬書（縫うつ病を含む）  

830 神邑鑑性■書．ストレス首塵書書及びオー表現性陣書  

031・知的l蒙古（汁柵遅滞〉  

032 モの他の精神及び行動の障書  

＜別紙1＞診擾科コード表  
X〉l先天や影．実だ及び染色体鼻書  

lユ2 心擁の先天奇形  
01内科   

02 呼吸器科   

D3 消化お科（t膿科）  

D4 循環器科  

85 小児科  

06 精神科   

07 手中経科   

08 神経内科  

09 心療内科  

1D アレルギー科   

11リウマチ科  

12 外科  

13 整形外科  

14 形成外科  

15 美容外科   

16 脳神経外科   

17 呼吸器外科  

18 心臓血管外科  

19 ′ト児外科   

20 産婦人科  

21産科   

22 婦人科  

23 眼科   

24 耳鼻いんこう科  

25 気管食道科  

26 反す科  

27 泌尿器科  

28 性病科   

29 こう門科  

3D，ハヒー，テーウラン科  

31放射線科  

32 麻酔科  

33 歯科   

34 矯正歯科   

35 小児歯科  

36 歯科口腔外科  

その他の先天萄形．変形及び染色仙粛  

Xl消化■茶の疾患  

OT3 う 性  

074 薗肉炎及tl歯間疾患  

OT5 その他の薗及び歯の支持絶雄の陣書  

076 ■沫瘍及び十二指腸済瘍  

077 ■炎及び十二指ル炎  

078 アルコ【ル性肝疾烏  

879 慢性肝炎（アルコーール性のものを除く）  

880 肝肝賓（アルコール性のものを瞬く）  

081その他の肝疾患  

082 胆石症及び偶のう炎  

Of13 ＃疾患  

084 その他の消化器系の疾患  

XYI丘状．識織書で他に分類壬れないもの  

111症状．徹候零で他に分輝き九ないもの  

X嘉X 鼠傷．中毒及びその飴の外因の右■  

115 十  折  

116 頭蓋内損傷及び内l■の損傷  

117 熱傷及び婿食  

118 中  義  

119 その他の損傷及びその他の外因の影響  

Ⅵ 神経其の疾患  
DS3 パーキンソ／椚  

034 アルツハイマー病  

035 てんかん  

0二16 脳性廟壕及びその他の府キ性症候群  

037 自書榊篠系の陣書  

0：旭 その他の神8黒の疾患  注）81～36に定める診療科員以外を標持している場合には、  最も近似する診療科名をお選びください。  

Ⅵ n及V付贋蓼の寮ま 039 結膜炎 0－10 白内陣  

病棟患者票（亜急性期病室用（退院））  

B 入室時の患者状況  
診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成21年度調査）  

7対1入院基本料算定病棟に係る調査、亜急性期入院医療管理料  
及び回復期リハビリテーション病棟入院料算定病院に係る調査、   「 

及び地域連携クリテイカルパス」に係る調査（案）  

1在宅  

2 自院の回復期Iハヒー，テーシ】ン柄礫  

3 0Z以外の自院の一般病床  

4 02以外の自院の残業病應  

5 02～04以外の自院の他の病床  

6 他院の回復期サハヒ●9テ「′】ン病棟  

7 06以外の他院の一般病應  

8 D6以外の他院の療養病床  

9 06へ・08以外の他院の他の病床  

10 介濱老人保昨施設（千人保健施和  

11介礫老人鳩‡1L梶野（特別養淳老人さり  

12 グループホーム  

1ユ 有料老人ホー1・軽キ老人ト▲（ケ丁ハウス）  

14 高齢者専用賃貸住宅  

15 梓害者支蛭施毀  

16 その他  

入室前の居場所   
（1つ撫択）  

亜急性期入院医療管理病室  退院（室）患者用  

○上記の病室を平成21年6月に退室された患者会見について、下記設問についてご回答下さい。  
○本調査扁は、質問票と回答用紙が分かれております。質問票をご覧になりながら、回答用紙の各患者   

摘に、当該患者の各設問における選択番号等をご記入下さい。  

t 質問票   

A 患者の基本的事項  

1急性期治療を経濁し状態が安定したため  

2 在宅・介護施設等からの患者であり症状が急性増悪したため  

3 リハビリテーションを行うため  

4 栄養状態の改善のため  入室した背景  

6 退院先を確保するまで－時的に待機が必要なため  

7本人▲家族が希望するため  

8 その他（自由E入所  

①中心静脈美嚢   l有  2無   ⑨インスリン皮下注射  

②経菅栄養（経鼻・■ろう）  1有  無  ⑳体位ドレナ¶ジ  

③纏瘡処正   ⑳傾血．血液製剤  1有2繁  

入室中の  l雷2無  

患者の状況等  1有 2無  

⑥ドレーン法・劇腹腔洗浄  1有  2無   ㊥内祝瞳検査・内規楓的処置  l有2無  

⑦気管切開   1有  2無   ⑬全身麻酔を伴う処償  1有2繁  

Q）人工呼吸器の装着   l有  2無   ㊤床上安静の指示   1有 2策   （複数選択可）  5 患者・家族に対する今後の療養生活に係る指導専のため                             ）                         ⑳放射線拾療  1有 2無     1有         ④編漕ポンプ、シリンジポンプの使用 ⑤Fろう・腎ろう等の処置  1有  2無    1有  2無   ⑳麻薬の使用  
C 退室時の患者状況   

退室年月日  

退院支援計画書  
西暦    iE    月     日  

l医師   2 看詳師 3 在宅支援を担当すろ看 4  

0も′、08以外の他院の他の病床  1在宅  

2 自院の回復期，ハと－リテーソ】ノ病棟  

き 02以外の自院の一般病床  

4 D2以外の自院の療養病床  

5 D2、04以外の自院の他の病床  

6 他院の回復期lハヒ▲りトノ】ン病棟  

7 06以外の他院の一般病床  

8 06以外の他院の療養病床   

10 介頭書人保せ施！貸（老人保障一院設）  

11介篠老人桟祉施設（特別養護老人よ一▲）  

12 グループホーム、有料老人事－ム等  

13 高齢者専用千貸住宅  

14 障害者支援施設  

15 死亡  

16 その他  

1治癒  2 軽快  3 不変  4 悪化  5 死亡  6 その他  

①床上安静の指示  

⑩衣服の着脱  日常生活機能評価  
（把握されている項旨   

に点数を記入）  

◎他者への意思の伝達  

（9座位保持 ⑥移  乗  

◎診療・療養上の指示が通じる   



ト ⊥＿．．  

＜別紙2＞疾病コード表  
（ICD－10 2003年版を準用）  （D食  事   点  ⑧平地歩行   点  

バーセル指数  点  ①階段昇降   点  
6   （把握されている項目  点  （む丈 ■衣   点  

に点数を記入）  点  ⑨排便コントロール   点  
（9入 ‡谷   点  ㊥排尿コントロい－ル   点   
l診療計画■にある推定入院期間上り早くi色主  

2 診療計画暮にある推定入院郷間どおりの退室  

3 網状が安定せす、退室が選びた  

7  退室までの経緯 （1つ遭択）  

5 退機先である在宅で、家族専の受入れ体制が整わす、退機が延びた  

6 退機先である在宅での介護保険サービスの利用開始持ちのため■、退棟が延びた  

了 その他（自由已入欄  
）   

l醇染痘丑び石生曳柾  

081膿讐感染症  

80之 檜   抜  

00き 主として性的伝欄欄雇凍とる感櫻l痘  

∝川皮膚眉几職細の薪変を伴うウイルス疾患  
005 ウイルス肝炎  

006 その他のウイルス疾患  

80了 嘉 遮 痘  

008 ¢染丘及び叢生虫症の練発・後遺虚  

009 モの他のせ熟慮及び需生虫痘  

0■1丘折及び桝ホの陣書  

0■2 モの他の帆及び付▲さの疾患  

XIl虞■及び皮下止■のよ1  

085 皮膚及び皮下瑚の感染症  

086 丘才炎及び温繹  

087 その他の皮膚及び皮下則鎗の疾患  

l■ 耳及びれ機稟粗のま1  

048 外耳炎  

044 その他の外耳疾患  

045 中耳炎  

046 モの他の中耳及び札撫突たの疾患  

047 メニュー′レ鋼  

鵬8 その他の内耳疾患  

0▲9 その他の耳疾患  

Xlll芳骨穐慕取U結合】且■の餌  

088 炎慮性多発性朋暫l一書  

089 閑汝丘  

090 雷佃書（曹Il症を含む）  

091椎同機l■書  

092 堀症候群  

0℡ユ ＃膚虚及LF坐書神経繕  

094 その他の甘柱ヰ書  

095 ∫の傷書＜損傷＞  

096 ↑の密度及び構造のII書  

89丁 その他の筋サ揚慕及び烏合組織の疾患  

ll新 生 ♯  

Ol（l▼の悪1生新生物  

011綺≠の悪性薪生物  

812 正IIS状持場移行細及び仰の熟性新生肋 018 肝及び肝内服讐の楚性新生勤 O14 真書 

．気t支及び柿の馳新生物  

015 Iし房の層性新生物  

O16 子音の悪性叢生鞠  

O17 さ性リンパ慮  

018 白 血 鋼  

819 モの他の豪性新生物  

020 良性新生わ及びその他の新生鋤  

Ⅸ 事覆暮稟の痍1  

050 ホ血ノ王性疾患  

051虚血性心疾患  

0さ2 その他の心疾患  

053 くも♯下出血  

084 脳内出血  

055 層 梗 暮  

q56 脳勤腑硬化（症）  

057 モの他の層血讐疾患  

0さ8 勤蠣硬化く虞）  

OB91書 抜  

0も○ 低▲圧（庄）  

0るlその他の媚叶農高の疾▲  

XⅣ ▼罷ヰ生1稟の痍▲  

098 糸球体疾患及び甲良縄t同井性疾患  

Og9 T不全  

100 見祐結石症  

1¢1モの他の甘露揚幕の疾患  

1（は 餌立鼠′肥大（症）  

10a その他の男性生】暮蓼の疾患  

10▲ 月換l■書及び閉脚辺期l一書  

105 柑及びその他の女性生蒐薯疾患  

＜別紙1＞診療科コード表  
01 内科   

02 呼吸器科  

03 洲ヒ器科（▼膿科）  

0－1稚貴著き科  

05 小児科  

06 精やl科  

07 神8科  

08 神経内科  

09 心療内科  

10 アレルギー科   

11リウマチ科  

12 外科   

13 亜形外科  

14 形成外科  

15 集客外科  

16 脳神経外科  

17 呼吸器外科  

18 心臓血書外科  

19／ト児外科   

20 産嬬人科  

21産科   

22 婦人科  

231R科   

かl：耳■いんこう科  

25 気管食道科  

2（；皮膚科  

27 泌尿豊科  

28 性病科   

29 こう門科  

ユO I＜ヒーIテーシ1ン科  

31放射■科  

32 麻酔科  

33 櫨科  

34 矯正甘科   

35 小児歯科  

36 歯科口腔外科  

m 血液及び遭血書の震1慶びに先ま汝■の胃亨 021賞  血 01ユ †れtハ■■lしIl■■れ■ltしtしt■■■れ■ 

▼  

X ■囁♯茶の粛1  

（絵2 急性■咽爛炎【かぜ】く感冒＞  

063 急性t唱Il≠及び急性■挑炎  

0石4 その他の急性上米遭感染鹿  

0る5 II 炎  

067 アレ′レギー性■炎  

【旭6 急性九t支炎及び息1曳■気t支炎   088 襖性〃■虎炎  

0名9 急性又は慢性と明示されない丸t支炎  

070 せ†生別書性層疾患  

OTl t  息 07ヱ その他の呼壌サ茶の】箕島  

10丁 妊鰻ホ血」王症候群  

1（旭 ＋蛤自然分】彙  XV 蛙I■．分Il及び雷じ上く 10名 己一  書     109 モの仙の妊嬢．分娩及び童じ上く  Ⅳ 内分・泌．崇暮及び代柑痍慮 823 甲状膿l一書  

021櫨 艮 病 D25 その他の内分泌．蕪集及び代鮒ま鳥  
1川 妊娠及び蛤牝鶏書に間違ナる陣書  

XⅥ 用量爛lこ彙生した■1   111その他の用納に発生した■喀  

VIl押及び抒れの持書  

026 血書性及び犠打不明の諾知ヰ  

82†け檜作用牧羊捷用に上るけ柵及び行動の群書  

028 ま含失偶塵．統合失■産璧＃書及び責苛班書  

0ヱ9 気分【感情】l■苔（鰻うつ椚を含む）  

030 柵蹴側tストレス局遵隷書及び身体■廻線書  

031知的l■書（村仲日野■）  

032 その他の什神及び行動の陣冨  

江）  01～36に定める診療科日以外を標精している場合には、最も近似ナる診療科名をお遊びください．  

XVl先天笥層．王影及び染色体■t l12心l■の先天奇形 113 モの他の先天奇形．＿形及び染 
色体鼻驚  

X t 漬化ホ慕の書息  

0丁3 う ー 07－1せ肉炎及びせ周疾患  

OT5 モの他の歯及び■の支持甜の陣事  

076 ■潰瘍及U十二柑≠慎瘍   

OT7 ■炎及び十二楕Il炎  

078 丁ル⊃－ル性肝疾患 

079 慢性肝炎（7ノレコー′レ性のものを除く）  

0朗 肝硬変（アルコールせのものを除く）  

081その他の肝疾鳥  

082 胆石症及び他のう炎  

083 ＃疾患  

084 その他の洞化さ茶の疾患  

XY】憂状．九鰻専で轟に分1されないもの I14 鐘状．畿書書で他に分すされないもの  
X【X 鶴丸．中耳及びモの触の外因の影■  

115 書  折  

118 す暮内れ傷及び｛鼠の撫∬  

11丁 れ傷及び甘食  

118 中  竃  

I19 モの他の醜傷及びその他の外周の影！■  

Ⅵ 神技茶の濱島 朋は バーキンノン瘍  
834 ア′レツ／、イマーホ  

08ら てんかん  

836 腐性」捧■及びその他の腐ヰ」土庄換1I  

O37 白樺‡l軽茶の陣書  

838 モの他の♯】蚤弟の疾患  

Ⅵ 仏及び付属書の坊1 839 ■鰭∫炎 040 白内l象  

ラ 

診療報酬改定の結果検証に係る特別折査（平成21年度調査）  

7対1入院基本料算定病棟に係る調査、亜急性期入院医療管理料  
及び回復期リハビリテーション病棟入院料算定病院に係る調査、  

及び「地域連携クリテイカルパス」に係る調査（案）  

間3 ★院に所属している平成21年6月時点の畳堕塾をご記入ください．0は1つ）  

l■→一◆‾【‾  間4 貪院における平成21年6月時点の金鹿艶及び里塾正直旦飽についてご記入下さい．  

平成21年  

（1）稼動病床数  床  
（2）挿鵡】一般病床数  床  
（3）【再掲】療養病床数  一束  
（4）【再掲】診療所後期ポー者医療管理料算定病床数  床  

平成20年    平成21年  

（5）平均在院日数（平成20年卜6月及び平成21年卜6月の3ケ月の平均）  日  甘  
」 ＿＿＿＿＿＿＿＿～－¶【＿【【＿＿＿＿ 」  

●特に指示がある場合を除いて、平成21年○月1日現在の状況についてお答え下さい。  

●数値を記入する設問で、該当する者・施設等が無し、堵合は、rOJ（ゼロ）をご記入下さい。  

t本調査其のご記入日・ご記入者について下表にご記入下さい。  

湘査寮ご記入日  平成21年（   ）月（   ）日   

ご記入担当者名  
連絡先亀昔番号  
連絡先M替号  

■★院の概要についてお伺いします。  

間l ★院の比重として該当するものをお選びください．（0はlつ）  

01公約医療機関（ホ道府県．市町札一郎事礫組合．日赤．濱生全．北躊道杜余事事≠会ノ事生連．皿民♯廉保険団体連合会）  

02医療法人  

03個人  

04その他（上記以外）  

間2 ★院の卿について妓当ナるものを全てお選びください。01～36に定める診療科日以外を標楕  
している場合には、最も近似ナる診療科名をお選びください。く○はいくつでも）  

なお、複数の科目を選ばれた場一合は、主たる診療科目の番号をこ7己入ください．  

01内科  

02 呼吸量倉科  

03 消化器科（■腸科）  

0－1循環塁き科  

05 小児科  

06 精神科   

07 神経科  

08 神経内科  

09 心ま内科  

10 アレルギー科   

11リウマチ科   

12 外科   

13 整形外科  

14 形成外科   

15 美容外科   

16 脳幸一遅外科  

17 呼吸遷外科  

18 心」鹸血管外科  

19 ′ト児外科   

20 麦畑人科   

21産科   

22 婦人科  

231昆科   

24 耳▲いんこう科   

25 気管食道科  

26 長井科   

27 泌尿器科  

28 性ホ科  

29 こう門利  

30 サハと●lテーソ】ン科  

31放射線科  

32 麻酔科  

33 歯科   

341託正歯科   

35 小児歯科  

36 歯科口腔外科  

間7 ★院において、平成21年4月～6月の3ケ月に紹介・凄絶介の秦i暮がある保険医療機朋蘭ほごた入   

下さい．  

平成21年4－6月  

（1）椚院  施p  

（2）［再掲】三次救急病院、二次救急病院   施投  
（3）〔再掲］亜急性鱒所皇を有する病院   鐘投  
（4）［再掲〕回復期リハビリテーションホ榛を有ナる病院   塩野  
（S）［再掲〕療事柄床を有する病院   細  

（6）一般診療所  篭訟  （複数の診療科日を週ばれたのみ）主たる診ま科目の番すをご記入ください．  



問9 斉院における平成21年6月の1ケ月の温区墨童厳について、以下の区分ごとにその状況をご記入   

下さい。  

平成21年6月  

（1）退院患者数  人  
（2）［再穐］他院へ転院した患者   人  
（3）［再掲】自院の外来に通う患者   人  
（4）［再掲〕他診療所の外来に通う患者   人  
（5）［再掲】 人  

■最後に、本調査に関連した事項でご意見等がございましたら、下欄に自由にお書き下さい。  

設問は以上です。＝協力まことに有り難うございました。  

記入漏れがないかをご確認の上、0月○日（○〉までに」司封の返信用封筒に入れてご投函下さい。  

ユコ  

亡くだきい。   

1 施設サービス   01介頸老人保健施設  02介護老人福祉施設   

2 適所サービス   Dl適所リハビリ  02通所介護   

3 短期入所サービス   01短期入所瘡蔵介雅  02短期入所生活介攣   

01訪問タハヒーリ 02訪問看領   03訪問介穫  04訪問入恕   問3 貫院、または貪院の侠設施設・事業所で提供しているサービスとして該当するもの全てに0をつけ                                       4 訪問サービス          5 居宅介謙支援事業所  01有              02無   
巴他   

01グループホーム  03軽手書人ホーム  

D2有料老人ホーム  04高齢者専用貸賃住宅   

診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成21年度調査）  

回復期リハビリテーション病棟の実態調査（案）  

■食院の届出施設基準等についてお伺いします。  

問4 鼠院で施設基革の届出を行っているリハビリテーション矧こついて、弦当するもの全てに0をつけ  
亡ください。  ●特に指示がある場合を除いて、平成21年●月●旦現在の状況についてお答えください。  

●数値を記入する設問で、夢当する方等が無り場合は「OJ（ゼロ）をご記入ください。  01′ト大血管疾患リハビリテーション料（I）  

02心大血管疾患り／＼どリテーション料（n）  

03脳血管疾患等リハビリテwション料（り  

04脳血管疾患等り／、ヒリテーション料（Ⅱ）  

05脳血管疾患零り／＼どリテーション料（m  

O6連動器リハビリテーション料（I）  

87連動器リハビリテーション料・川）  

08呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）  

09呼吸器リハビリテーション利・川）  

10難病患者リハビリテーション料  

11障害児㈲リハビリテーション料  

12集団コミュニケーーション鹿渡料  

■本訝査栗のご記入日・ご記入者について下表にご記入下さい。  

調査票ご記入日  平成21年（  ）月（  ）日   

ご記入担当者名  
連絡先電話番号  
連絡先 FAX 番号  

間5 斉院で平成21年4月－6月に算定した診療報酬として該当するもの全てに○をつけてください。  

01桓l復期リハビリテーション病棟入院料1  

02巨］任期リハビリテーション病棟入院料2  

03友疾患者回復病棟加算  

04蓉急性期入院医療管理料1  

05 亜急性期入院医療管理料2  

06 7対1入院基本料（－般病棟）  

07】0対1入院基本料．（一般病棟）  

081〕対1入院基本料（一般病棟）  

0915対l入院基本料（一般病棟）  

10障害者施設等入院基本料  

■貴院の概況についてお伺いします。  

間1貪院の開設者について該当ナるものをお選びください．（○は1つ）  

01国（厚生労働省．独立行政檻人国立所懐機構．市立大学法人独立行政法人労働者津♯浩祉機構引  

02公的医療機関（柿道府県．市町札【無事薪組合．日赤．済生魚北浦遭社会事業協会厚生連眉堅陣廣保険所体連合会）  

D3社会保険関係団体（全国社会保険臨全速合舎厚生年金事業振興匝ぶ1保険金．腱膝保険組合．共組合．国民健康保険組合）  

04 医腐耀≡人  

05個人  

06その他（公益法人私立手技ま人社会権祉法人牒ほ生協．会社割  

注・年7対1入院基本料（‾船病棟入院基本料）を算さしていろ場合は、「08 7対1入院基本料（般病棟）lをお渕びください．  

1   

間2 貴院の承認等の状況について抜当するもの全てに○をつけてください。  

01高度救命救急センター  

02救命救急センター  

03二次救急医廉機関  

0ヰ災害拠点病院  

05総合周産期母子医療センター  

06地域周産期母子医療センター  

07小児救急医療拠点病院  

08特定機能病院  

Og地域医療支援病院  

10DPC対象病院  

11DPC準備病院  

12がん診療連携拠点病院  

13専門病院饉  

往事n病院とは・主として悪性度縞・樗凛誰疾患等の患者を入院きせる操誤医療線儒であってホ正かつ即1的な凰縦を行っているも  
のとして地方社会保険事按局長に届け出たものをいいます．  
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間7 平成21年●月●日時点の届出病床乱及び6月1カ月間の壷焼患者延敷をご記入ください．  

届出 状況  肝可病床数   6月1カ月間の 在院患者延数   

1 一般病床  床  人  
（再掲）一l箕病棟入院裏書：料のみ算定している病床  床  
（再掲）嬢書者施設等入院基本料を事雇しているホ庚  床  
特  有・無  】東  
定 入  有．・無  床  
院 科  床  
を 算  床  
定 し  有・篇  床  
て  床  

し＼ る  有・無  床  
病 床   床  

（再掲）亜急性期入院匿療甘理科   青▲無  床   
2 療養病床（医療保険適用）  床  人   
（再掲）回復期リハビリテーシーン病棟入院料  有・無  床   

3 療養病床（介護保険適用）  床  人   
4 精神病床  床  人   
5 結核病床  慮  人   
6 感染症病床  床  人   

間9 ★院においてリハビリテーションに係る稟務に専任鶴、あるいは書従注している職■のうち、   

平成21年7月1日（水）．4日（土）、5日（日）に出勤した人数（美人敷）をごた入ください．  

常  勤   非常勤   
①7月1日（水）  1 医   師   専任  人  人  

2 看 護 師   専従  人 人  
3 理学療法士   書従  人  人  
4 作業療法士   専従  人  人  
5 書語聴覚士   書従  人  人  
6 柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師  専従  人  人   

② 7月4日（土）  1医   師   書任  人  人  
2 看 護 師   専従  人  人  
3 理学療法士   専従  人  人  
4 作業療法士   書従  人  人  
5 昔措観光士   書従  人  人  
6 柔道圭復師・あん＃マッサージ指圧師  書従  人  人   

（診・7月5日（日）  1 医   師   書任  人  人  
2 才 ＃ 師   書従  人  人  
3 理学療法士   専従  人  人  
4 作業療法士   専従  人  人  
5 菖跨穂寛士   専彿  人  人  
6 羨道整復師・あん摩マッサージ指圧師  専従  人  人   

注・専任とは、理事療法零そ真珠中の患者についての匿肇的なt農に★任を檜ち．繋急事蝕には■切に対応でさろ匿飾といいまで．  
ただし，■任の鑑輝は一節他の1癌に従事‾ーることが可能でナ．   

書提とは、肝即としてり′、ヒリデーシ■ンに係る舞鶴のみに徒事ナること食いいまナ．  

1貴院の韓Å数lこついてお伺いします。  

間8 ★院において平成21年●月●日時点で雇用している障員数をごた入ください．  

常  勤  非常勤  
（常勤換算■）   

1 医   師  人  人  
（再掲〉 日本リハビリテーション医学会】艶定臨床医  人  人  
（再掲）日本リハビリテーシぎン医学会認定書門医  人  人  
（再掲〉リハビリテーション科の医師  人  人   

2 キ 礫 師  人  人   
さ 准看謹師  人  人   
4 看護補助者  人  人   
5 薬 剤 師  人  人   
6】蔓草療法士  人  人   
7 作業療法士  人  人   
8 首語喧賞士  人  人   
91臨床心理士  人  人   

10 義肢装具士  人  人   
11柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師  人  人   
12 ソーシャルワーカー  人  人  

人  人   
注．非常山中欄の★わー真の粁∫方法   

★院の1欄間の通算勤務中間t暮本として、下Eのょうに井勤換■して′ト徴集一位までご記入ください．  
鋼．1i間の通算のれ揚■州が40曙関の網隣で、書4日（各日5鴫闘】b横の■蟻紆が1人いる1■合  

46X5ヰ帆Xl人  

40■寺間  

37  ユ‘  

■地域連携クリテイカル′くスの導入状雲引こついてお伺いします。  

閉14 ★院における平成19年度・平成20年度の大腿書顎部書折および岩卒中による入院患者勤、さら   
に、平成20年度における地域連携診療計画管理軋または地域連携診療計画道鏡時緒専科の算定   
患者数をご把入ください．  

平成19年度   平成20年度   

1大鰯骨顆新書折に上る入院患者数  人  人  
（再掲）地域連携診療計画管理料を井定した患者数  人  

（再々絡）投宜した入院期間内に連携医療機関へ転院・退院できた患者数  人  
（再々掲）連携医ま機関から診療情報がフィードバックされた患者数  人  

（再掲）地域連携診療計画退院時指導料を算定した患者数  人  
（再々増）設定した入院期間内に退院・転院できた患者数  人  

平成19年虎   平成20年度   

2 脳卒中による入院患者数  人  人  
（再掲）地域連携診療計画管理料を算定した患者数  人  

（再々掲）紋定した入院期間内に連携医療機関へ転院・退戌できた患者数  人  
（再々謁）連携医療機関から診療情報がフィードバックされた患者数  人  

（再掲）地域速決診療計画退院時指導料を算定した患者数  人  
（再々掲）設定した入院期間内に退院・転院できた患者数  人   

問11大腿骨頭部甘折および脳卒中に係る地域連携診療計画官理科、または地域連携診療計画退院時措辞   

料の届出の騨引こ記厳し七計画管理病院、連携保険医療機関の施設数をご記入ください．   

1計画管理病院  血  
（再掲）7対1入院基本料（一般病棟）届出施設  施政  
（再掲）10対1入院基本欄（一般病棟）届出施設 島牧  
（再掲）13対1入院基本料（一般病棟）届出施設  施股  
（再掲）15対1入院基本料（一般病棟）届出施設  施政  

大  （再掲） 施政  
腿 骨  施設  
頭  （再沌）7対1入院基本料（一般病棟）届出施設  宜世  
部 骨  （再掲）相対1入院基本料（一般病棟）届出施設  
折  

施政  
（再掲）1コ対1入院基本料（一般病棟）届出施設  施投  
（再掲）t5対1入院基本料（一般病棟）届出施毀  施役  
（再掲）療養病棟入院基本料届出施股  糎  
（再掲）回復期，ハヒ′，テーシ）ン病棟入院料届出施設  施設  
（再掲）亜急性期入院医療管理料届出施設  鯨鮫  

②有床診療所  施設   
1計画管理病院  ▲廿  

（再掲〉 7対l入院基本料（一般病棟）届出施蘭  施設  
（再褐）10対1入院基本料（一般病棟）届出施設  縫紋  
（再掲）Ⅰ3対1入院基本料（一般病棟）届出施償  地殻  
（再掲）15対1入院基本料（一般病棟）届出施設  絶栓  

脳  （再掲）療養病棟入院基本料届出施設  滝野  
2遠娩保険医療機関  （D病院  蜘  

卒  （再掲）7対1入院基本料（一般病棟）届出施設  施設  
（再掲）IO対1入院基本料（一般病棟）届出施設  

中  
篤放  

（再掲）】3対1入院基本料（一般病棟）届出施設  島牧  
（再掲）15対1入院基本料（一般病棟）届出施設  蝿牧 
（再掲）療養病棟入院基本料届出施設  施股  
（再掲） 施取  
（再掲）生息性期入院医療管理料届出施設  ヰⅠ受  

¢）有床診療所  施政  

間15 ★院における平成1－9年度と平成20年度の大腿骨頚部甘折および脳卒中の患者の平均在院8数虚   
をご記入ください．  

平成19年度   平成20年度   

1大腿骨類語骨折の入院患者の平均在院日数  F  日  

（再掲）地域連携診療計画管理料の算定患者の平均在院日数  日  F  

（再掲）地域連携診療退院時指導料の算定患者の平均在院日数  β  日   
2 脳卒中の入院患者の平均在院日数  日  声  

（再掲）地域連携診療計画管理料の算定患者の平均在院日数  日  
（再掲）地域連携診療退院時指導料の算定患者の平均在院日数  日   

注▲ 平均在扶日数は、小数点鳥二位を切り檜て小数点第一位までごだ入くだきい．  

39   



■ま院の医療機能に係る今後の方針についてお伺いします。  1責院の退l完支援体制についてお伺いします。  

問16 貴院では、退院支援注を病棟、あるいはそれを行う部署で実施していますか。  

01実施している（⇒問16－1へ）  02実施していない（⇒問1フへ）  

注．遺族王様とは、関係職1に上って迫匿支援計画の作私通院先の検出、退院旗の必要なサービスの紹介琴を行うことをいい丈す．  

間16－1 退院支援を専ら担当する部署を投正していますか。  

01設置している（問16－2、16－3にお進みください）02設置Lていない（⇒間17へ）  

間16－2 当該部署に従事する鱒員数（英人数）をご記入ください。  

専  従注  等  圧注  
1 医   師  人  人  

2 看 淳 師  人  人  
3 准看護師  人  人  
4 ソーシャルワーカー  人  人  

（再掲）社会福祉士の資格保有者  人  人  
S 二蓼潔‖敲眉  人  人  
6 そ の 他  人  人  

江．書抜とは，原則として当珪熱暑の葉裸のみに従事ナることをいいます．  
書任と軋 当珪師事での業務とモの他の納蔓草での業務を兼摸していることをいいまナ 

間16－3 当該部署の活勤内幸として該当するもの全てに○をつけてください．  

01入院中の治療方針に関する説明と退院までの見通しの説明  

02縫摂的な簾養管理が可能な状態となるまでの期間と退院日の設定  

03退院後の居堤所に関する調整  

04患者や家族に対するカウンセリングと精神的支援  

05患者への治療に係る目標管理と退院指導  

06家僕への介寝技術と医療技術の指導  

07介言萎琵定の支援や介護サービスに係る紹介ヤ調整  

08利用可能な社会資娠・制度に関する情報堆供や利用の支援  

09退院当日 

10退院後の定期的な患者の状態確儲  

11その他（  
）   

■他の医療捜関との連携に係る貫院の今後の方針についてお伺いします。  

診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成2】年度調査）  

回復期リハビリテーション病棟の実態調査（案）  

◎特に指示がある環合を除いて、平成21年●月1日現在の状況についてお答えくだきい。  

◎数値を記入する設問で、該当する方等が無い場合はrO」（ゼロ）をご記入ください。  

◎病棟番号には任意の番号を振って．他の病棟票と区別できるようにしてください．また∴貴様から退捜し   
た患者の状態像等の記入をお願いしている【退捜患者票】の「病棟番号」袖には、ここで記入いただく病   
棟番号と同じ番号をこ吉己入〈ださい．  

■貞操の概況についてお伺いします。  

問1 欝撫で算定している診療報酬として該当するもの全てに○をつけてください．  

01回復期リハビリテ】ション病棟入院料1＝⇒ 施設基準の取得日 平成＿】季」一月  

02回復期り／＼ヒリテ】ション病棟入院料2 ⇒ 施設基準の取得日 平成＿年 】 月  

03重症患者回復病棟加算  

片櫻の平成21年●月●日0時時点の病床勤、入院患者数をご記入ください．  

病 床 数  入院患者数  
般病床  床  人   

象業病床  」末  人   

計（1＋2）  床  人   
渇）回復期リハビリテーーション病棟入院料の非違応患者  人   

再々掲）回復期リハビリテーーション病棟入院料の算定上限日数を超えた患者  人   
再々掲）回復期リハビリテーション病棟入院料の算定対象外の疾患の患者  人  

問20 最後に、医療機能の分化・連携についてこ意見等がございましたら、ご自由にご記入ください．  

4月～6月の在席も者媛敏  一均古▲F牡一                                   一  
（4～6月の新入棟患者数＋4←6月の新i農機患者数）×0．5  

E2 病柴利用率は平成20年4月～6月、平成21年4月、6月のモれぞれ3カ月の病床利用率をご記入ください．  

4月～6月の在院患者埴数  
■良111【■一          一      －         ∽  

（月間日数×月末綱J末数）の4月～6月の合計  

4二i   

設問は以上です。ご協力まことにありがとうございました。  



■貴棟の人見l已狂についてお伺いします。  ■暮棟における入煤塵者の状況についてお伺いいたします。  

何4 書附こおける医師の配t状況を専任、書従の別にご記入ください．  

専  従注  書 任注 
1 直   師  人  人  

（再掲）日本リハビリテーション医学会認定臨床医  人  人  
（再掲）日本リハビリテーシラン医学会法定書門医  人  人   

間7 ★棟における入棟患者の受lナ入れ基準について、該当ナるもの全てに○をつけてください．  

01気管切開をしていないこと  

02中心静脈栄養（ⅠVH）をしていないこと  

03経■経菅栄蓑をしていないこと  

0ヰ ■ろう・膿ろうをしていないこと  

05調瘡がないこと  

06感染症（MRSA、緑膿菌など）がないこと  

07重度の認知症の状態にないこと  

08重篤な合併症を併発していないこと  

0！Iその他（  

10特になし  

注．専従とは、正則として井繍の業務のみに従事ナることをいい主す．   

書任とは，貫撫での業績とモの他の無手事での稟請を農務していることをいいます．  

間5 隷様における書抜＃員、薬剤臥理学療法士、作業療法士、冨措聴覚士、歯科衛生士、ソーシャル   
ワーカーの配置状況について、専従、専任の別にご記入ください。   
なお、書住職員については、常勤換算した上で′ト数点第1位までご記入ください．  

専  従  寧 任  
（常勤換算注）   

1肴 諌 師  人  人   
2 准看謹師  人  人   
3 着錘補助者  人  人   
4 薬 剤 師  人  人   
5 理学療儲士  人  人   
6 作業療法士  人  人   
7 雷持味t士  人  人   
8 歯科衛生士  人   人   
9 ソーシャルワーカー  人  人   

再掲）社会描祉士の拍保有者  人  人   
注・専任（胞罫書の業務を鰯している）■Aの＃勤決算の肘暮方法   

書院の租当たりの所定労働時間t基本として、下記の上うに震動換芳して′ト牧丘第二拉を四輪五入して、小数点事一位までE入  
して下さい．   

例1邁仰の通算の轟漢鴫間が40時間の椚院で．★凱こi2日（各日3時間）勤務の■覆鱒が1人と、  
週3日（各日5疇闘）動議のtll師が2人いる腑  

（2日×ヨ中間×1人）＋一（3FX5時間X2人）  

問6 平成21年●月●日における真珠の雷性職員、理学療法土作業療法士、昔話磋文±の勤務予定表 
上の人数につし＼て、職種別・時間別にご記入ください．  

7時   9時   12時   15時   18時   21時   2時   

1看獲 師  人  人  人  人  人  人  人   
2 准才謹師  人  人  人  人  人  人  人   
3 看護婦助着  人  人  人  人  人  人  人   
4】墾学療法士  人  人  人  人  人  人  人   
5作業療法士  人  人  人  人  人  人  人   
6 首指聴覚士  人  人  人  人  人  人  人   

間8 続き   

51の新入棲息者の入捜前の居増所について、★院の所在する二次医療圏からみた場合の居場所として   

それぞれ抜当ナる人数をご記入ください．   

なお、二次医療圏の地域的範囲については、同封の二次医療圏マップをご参照ください．   

他の病院  ①同じ二次医療圏  人  
※4⑤～（診の合計と一致  ②同じ都道府県内で、他の二次医療圏  人  

Q）他の都道府県  人   
他の有床診療所  ①同じ二次医療圏  人  
※4⑨と一致  ②同じ都道府県内で、他の二次医療圏  人  

③他の都道府県  人   
介蜂老人保健施設・介護老人福祉施設  人  
※4⑩と⑬の合計と一致   ②同じ都道府県内で、他の二次医療圏  人  

（∋他の都道府県  人   
その他わ居住系サービス等の施設技  人  
※4⑫～⑭の合計と一致   ②同じ都道府県内で、他の二次医療圏  人  

（卦他の都道府県  人  

問9 続き   

51の退棟患者の遺棟錬の居犠所について、★院の所在する二次医療撞からみた鳩舎の居増所として、   

それぞれ挟当する人数をごた入ください。   

なお・ニ次底療圏の地域的範区別こついては、同封の二次医療圏マップをご参照ください．   

他院（柄院）  ①同じ二次医療圏  人  
X4⑥～⑨の合計と一致  ②同じ都道府県内で、他の二次医療圏  人  

③他の都道府県  人   
他院（有床診療所）  ①同じ二次医療男  人  
※4⑩と一致  ②同じ都道府県内で、他の二次医療圏  人  

③他の都道府県  人   
介獲老人保健施設（老人保健施設）  人  
※4⑩と一敦   ②同じ都道府県内で、他の二次医療圏  人  

③他の都道府県  人   
介積老人樽祉施設（特別養雉老人よ－▲）  人  
※4⑬と一致   ②同じ都道府県内で、他の二次医療圏  人  

③他の都道府県  人   
その他の居住系サービス等の施設仕  人  
※4①～⑬の合計と一致   ②同じ都道府県内で、他の二次医療周  人  

③他の都道府県  人   
6 4①の在宅への退棲息者のうち、退院前訪問指導を実施した上者  人   
7 4①の在宅への退棟息者のうち、退院に向けた家屋瀾査を実施した患者  人   

注・その他の倉住系サービス書の先腹とは、タノレープホーム、書粁有人ホー▲・経書老人ホー▲、ホ耶雷■用★貸住宅を権ナ．  

■貴病棟における退棟患者の状況についてお伺いいたします。  

間9 平成21年4月－6月の3カ月間における追棟患者（かつ回復期リハビリテーション病棟入院料の   
適用患者）について、ご記入ください．   

1平成21年4月～6月における退煤塵看  人   
21の退榛患者のうち、入棟時の日常生活機能評価が10点以上の患者  人   
3 2の患者のうち、遇棟時の日常生活機能絆価が3点以上改書していた鳥薯  人   
4 

なお、①－⑩の合計が1の退棟患者数と同じになるょうにしてください．   

在宅  ①在宅  人   
自  人  

③②を除く一般病床  人  
院   人  

⑤②～④を除く 人   
⑥回復期リハビリテーション病棟［病院〕  人  

他  人  
⑧⑥を除く療養病床［病院］  人  

院  人  
㊥有床診療所  
⑳介護老人保健施設（老人保健施設）  人  
⑳介淳老人福祉施設（特別養洋書人ホーム）  人  

そ  人  
の  人  
他  人  

⑩障害者支援施設  人  
①死亡  人  
⑱その他  人  

注・モの他の尾住慕サービス尊の施設とは、グループホーム，有精老人ホーム・畦井老人ホーム、ホ岬者専用賃貸住宅を拝しまナ．  

注1．在宅覆樺事の計算方縫は以下の通りでナ．  

1月一－6月の8カ月犀に他の保険医療檎朋へ伝疾した暮事モ除く息著数  

1月～6月の6カ月抑こ★甘から遺構した上有数  

注2 土建鼻書国技事の計算方法は以下の濾りでナ・なお，▲庇の息－と軋日常生活機能野師で10点以上の愚書のことをいいます．  

ユ月～6月の6九月輝＝こ退覆した1症の恵一（入帥乱dl通算される＃入鹿の患者を陶く）であって．  
入撫書と比較し計薫生活穐龍野■が3点以上改瞥した患著数  

1月－6月の6九胃間に■榛に入棟していた暮虚の曳書数   

■★病棟におけるリハビリテーションの実施体倒についてお剛、いたします。  

間12 貴様で実施ナるリハビリテーションの実施場所として抜当ナるもの全てに0をつけてください．   

02病練内のリハビリ茎  03病棟内（0ト02を除く）  

0ヰ病院内のリハビリ皇（02を除く）  05モの他  

2 作業療法  01病茎内  02病棟内のリハビリ真  03榊内（01・02を除く）  

04病院内のリハビリ壷（02を除く）  05その他  

3 首跨療法  01病茎内  02病棟内のリハビリ茎  03病棟内（0ト02を除く）  

04病院内のリハビリ塞（02を除く）  05その他  1理学療法  ■01病室内      ■                                        －  



■貴棟の退院支援体軌こついてお伺いします。  

間16 貴様では、病棟として退院支援注を実施していますか。  

01実施している（間16－1にお進みください） 02実施していない（本間で終了です）  

注・退院支援とは、関係職種に上って退院支援計画の作成、退院先の襖凡退院はの必事なサービスの紹介嘗を行うことをいいまナ．  

間16－1★抹で実施している着地内容として、該当するもの全てに○をつけてください。  

01入院中の治療方針に関する説明と退院までの見通、しの説明  

02継続的な療養管理が可能な状態となるまでの期間と退院日の設定  

03退院後の居為所に関する調整  

04患者や家族に対するカウンセリングと精神的支援  

05患者への治療に係る目標管理と退院指導  

U6家族への介護技術と医躾技術の指導  

DT介護認定の支援や介護サービスに係る紹介や調整  

08利用可能な社会資源・制度に関する情報提供や利用の支援  

09退院当日や退院後の療養相鉄   

10退院後の定期的な患者の状態確認   

」1その他（  

H回復期リハビリテーション病撞に関する診療報酬として導入された「貫の評価」についてのご意見等をご   
自由にご記入くださいh  

置‖5 ★様におけるカルテ・各種記録の状卦こついて、該当するもの全てに○をつけてください．  

Dl看護師専用の記録があり、必要事項をかレテに転記し一元化している  

02リハビリスタッフ専用のた録があり、必要事項をカルテに転記し一元化している  

03ソ‾シヤルワーカー専用の記録があり、必要事項をかレテに転記し一元化している  

04いかなるスタッフであっても、いつでも自由にかレテを閲覧できる  

05医師の作成するカルテが電子化されている  

06看祷師の作成する各種記録が電子化されている  

07リハビリスタッフの作成する各種記録が屯子化されている  

08 ソーシャルワーカーの作成する各種記録が電子化さ九ている  

設問は以上です。ご協力まことにありがとうございました。  
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l退棟患者票」  

■入抹期間中に実施したリハビリテーションの単位数  
診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成2】年度調査）  

回復期リハビリテーション病棟の実態調査（案）  
入横目のAナる過の  退棟日の属ナる週の  

翌』1週間  前週1遇〝】   

理学療法  ≠位  ■位  
作業療法  ■位  ■位  
言語療法  半位  ■牧   

2 心大血管疾患リハビリテーション剰   理学療法  ＝ ▼  ■位   
3 運動器リハビリテーション料   埋草療法  単位  ■位  

作業療臣  ■位  霊位   
4 呼吸一緒リハビリテーション料   理芋ま法  ■位  ｝位  

作業療法  ｝佼  ＋1江   

5 集配コミュニケーション標注料   言語療法  半位  ♯位   
6 入機期間中に1i蜃間以上リノ、どリテーションを中止したことの有無  

1 脳血管疾患等リハビリテ“ション料  0†有り    02無し   

●平成21年●月1カ月間に、回復期リハビ】ノテーション病棟から退探した全ての患者くただし、回復期リハビ  
リテーション病棟入院料の適応患者のみ）の状況について、患者1人につき本調査票1詳をご記入ください。  

●病棟番号は、当該患者が退棟した病棟についての【病棟票】に記入された番号と同じ寺号をご記入ください。  

■患者の基本的事項  
1 性  別   0】男性   02 女性   l2 年 鈴  い7月1日現由    歳   

3 史巨・生傷蒜の居宅のfよ  01有り     02 無し   

4 発症・受傷前の  01独居であり、介評者は全くいない   

居宅での介接着の  02 独居でIiないが、家族等が仕事・病気等のため、介綾者は全くいない   

状況（○は1つ）  03 独居ではないが、日中は独居に相当する（夜間は介抒者がいる）   

※3で「m有り」の填一合の  04 常時、介諦者（家族・友人等）がl人いる   

みニー己入ください．  85 常時、介躍者（家族・友人等）が複数いる   

1 退襟日   平成21年●月   日   

2 算定Lた診療報酬  01地域連携診療計画管理料  03 退院調整加算   

（○はいくつでも）  02 地域連携診療計画退院時指導料  04 後期高齢者退院調整加算   

3 i昆棟後の居・場所  01在宅  用 有床診療所   
（（⊃はlつ）   02 自院の他の回復期，ハりテシ】ン柄棟  11介喋老人保健施設（毛人保腱施投）  

D3 02以外の自院の一般病床  12 介環老人福祉施設（特別養請老人ホーム）  

04 82以外の自院の療養病床  13 グル←プホーム  

05 8ト04以外の自院のその他の病床  】4 有料老人オい－ム・軽費老人ホーム（ケ丁′車）  

06 他の病院の回復其‖′、ヒ■】テう】ン病機  15 高齢者専用賃貸住宅  

07 06以外の他の病院の一般病床  1611富者支援施設  

08 06以外の他の病院の療養病床  T7 死亡  

09 06－08以外の他の病院のその他の病床  】8 その他   

3 二道棟時の転帰  01治 癒  03 不 変  05 死 亡   

（○は1つ）   02 軽 快  04 悪 化  06 その他   

4 日驚生活隠龍評価  （p床上安静の指示   点  （診口腔清潔   点  
②どちらかの手を■元まで持ち上げられる   点  ⑨食事摂取   点  
（∋寝返 り   点  ⑩衣服の着脱   点  
④名き上がり   点  ①他者への意思の伝達   点  
⑤座位保持   点  ⑬診療・療養上の指示が通じる  点  
（む移  乗   点  ⑬危険行動   
e）移動方法   

点  
点  

5 バーセル指数  （D食  事   点  ⑥平地歩行   点  
②移  乗   点  ⑦階段昇降   点  
③整  容   点  （診王  衣   点  

点  ⑧排尿コントロー／レ   

④トイレ動作  占  （9排便コントロール  ‘点   ⑤入  浴      点  6 退凛決定の状況  01予定上りも早く退檀できた   （○は1つ）  □2 特に聞窟なく、予定通りに退棟できた   03 病状悪化等の理由に上り、退機が延びていた   04 入所▲入院する施設の都合で、退績が延びていた   05 在宅に戻る予定だったが、家族の受け入れ態勢が整わす、退機が延びていた   06 在宅に弄う予定だったが．介護保険トヒ‘スの利用即始待ちのため、退探が延びていた   07 その他（                          ）   

3 原因疾患   Ol脳血管疾患  03 顎部外傷   

（（⊃は1つ）   02 脊髄損傷  0ヰ その他の脳血管  

05 大腿骨、骨偲．脊椎、股関臥 膝関節等の骨折  

06 大層骨、骨盤、脊椎、股関節、膝舶官わ等の神経  

07 外科手術又Ii肺炎等の治療時の安軌こよる廃用  

08 その他（   

4 木次崩液剤彙害の有無  Ol有り  

」＋≡：工芸……：ニ（失桔・失行▲畑・   

5 医濠処置の状況  01中心静脈栄養  04 気管切開   

（01iいくつでb）  02 経▲緩菅菜養  

1 亨己症・受瑛日  平成一年訂  
05 人工透析  

03 胃ろラ、膿ろう     06 尿道パルー∴ン   

入標的の居場所  01在宅  柑 有床診旅所   
○仕1つ）   ロ2 日院の他の回復削ハりトン】ン病棟  1】介護老人保輔詮（老人保欄  

D3 02以外の自院の一般病床  12 介漣老人福祉施設（特別養胡  

04 02以外の自院の療養病床  13 グループホーム  

05 02～04以外の自院のその他の病床    14 有料老人ホーム・軽費老人ホ・  

D6 他の病院の回復卿ハヒーlテーション病棟  15 高齢者専用賃貸住宅  

07 08以外の他の病院の般病床  161壕害者支援施設  

08 06以外の他の病院の療養病床  17 その他  

09 06～08以外の他の病院のその他の病床   

日常生活職能評価  （D床上安静の指示   点  （診 口旺潤殊  

②どららかの手を貞元まで持ち上げられる   点  ⑨食事摂取  
Q）寝返 り   点  ⑩衣服の着脱  
④起き上がり   点  ㈲他者への意思の伝達  
⑤座位保持   ⑧診療▲深簾上の指示が通じ㌻     点  
唱）移  乗   点  ⑬危険行動  

点  
昂  （9平地歩行  

点  ⑦階段昇降  
⑧更衣  

⑦移動方法      バーセル指数  （℃食 事 ⑦移 乗  
⑨排便コントロール  

■退棟後の扶況（退棟後の居場所が「病院」「老健」「特蓑」職害者支援施凱以外の場合）  

01自院の外来  02 他院の外来  03 不明  

8】介芽保険のリハビリを利用  02 医凛保険のリハビリを利用   03 不明  

」十誓：こ‡て妄言こに（通所リノ＼どり・訪問リハビリ・朗入所療養介護．その他）  

（裏面に続きます）  
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設問は以上です。ご協力まことにありがとうございました。  
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・；  

l惇叫  

①禁煙治療に娩わもーl致  巨人   （  】人  
刺町沌   モの他のヰ1数  （  ）人  

⑥雲煙治療に携わる医師の  
禁煙治療lこ携わっている  約（  ）牢  B．医師   約（  ）年  

年数  
潔現在の禦鐘治療に扶わる  
鯵書晴間が轟い匿麻二■大  
ヰ毛までP虹   

約（   ）年  D．医師   釣（ ） 

1．書Fl外来を鰹Ⅷナるなど、特別の体制で禁煙治療を実施している  

①禁煙治績の体制  2．通常の診療体制の中で禁煙治療を実施している   

※1つだけ遵択   3．1．と2．の両方  

4・その他（1体的に  
）   

1．医師のみで行っている  

2．医師の指導に加えて、看隷師等の他の医療職積も指導している  

⑥禁煙福澤の実施者  →⑥－1禁煙指ヰに換わっている他醜はをすべてお選びください。  

※1つだけ遇択  1．保憬師  2．肴硬師（保健師を除く）  

h．薬剤師  4．その他（人体的に  ）  

3・その他（1体的に  ）   

⑦－1ま寺さんに対する1旦  
あたりの平均線ヰ【露Ⅶ  ？分  2）他の医療零lの   約（  

樽縞時lⅥ  ）分   
（初回の拷ヰ）   

⑦－2患者さんに対する1＿旦  

あたりの平均指積層潤  指導晴間   ）分   
く2包日払降の精魂〉   

（砂t施放では、どのような  1・牒導手順雷に従った禁煙治療を行って－1る   

禁煙治世苦行っています   2・標準手♯事に加えて独自の禁煙治療手械を作成し、禁煙治療を行っている   か  
※1つだけ遭択   3・その他（■体的に  ）   

診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成21年度祈査）  

ニコチン依存症管理料算定保険医療枚関における禁煙成功率の実態調査  

調査票（案）  

※ 以下のラベルに．t指事号、こ回答書のお名前をご記入ください．また∴隠数名、断在地そご確認の上、記牧内容に  
不傷がござい苦したら、赤手きで鯵正してください．ご記入頂いたt括響号、お名前は、本調査の照会で使用するた  
めのものであり、それ以外の目的のために使用することはございません．また．適切に保t・t】璽しますので、ご記  
入ください言すよう．よろしくお麒い申し上げます．  

賛本調査栗は、卿入ください．  
※こ回答の障は、あてはま榊を○（マル）で阻んでください．また、（）内には榊をこ紀入   

ください．（）内に入る数軋がない句会には、rO（ゼロ）jをこ記入ください．  
※岬とします．  

1．貪施設の状況についてお伺いします。  

①施紋捜別   1．病院    → 許可病床数（  ）床   

※1つだけ遭択  2．有床診療所 ヤ 許可病床数（  ）床  
3．無床診療所   

②叫貯主体   1．国号  2．公立  3．公的機関  4．社会保険関係団体   
三寝1つだけ選択  5・医療法人  6，個人  7．学校法人  8．その他の巨人   

Q）‡貰梯診療科  1．内科  2．呼吸器科  3．消化器科叩膿科） 4．循環器科   

三紆あてはまる讐号  5・小児科  8・ 7・神経科  8・神経内科   

すべて  9，心療内科  10，アレルギー科  11．リウマチ科   12．外科  

13．整形外科  14．形成外科  15．美容外科  16．脳神経外科  

17．呼吸器外科    18．心l■血管外科   19．小児外科  20．産婦人科  

21．産科  22．婦人科  23．順科  24．耳■いんこう科  

25．気管士道科    28．■皮膚科  之7．泌束帯科  之8＿性病科  

29．こう門科  30．lハと－1テーウ】ン科   31．放射線科  3乙麻酔科  

33．歯科  34．矯正歯科  35．小児せ科  36．愴科口腔外科   

3．ニコチン依存症管理料を算定した患者で、5向の禁煙治療の途中で中断してしまった患者がいた場   

合、舌施設が把握している中断理由があれば、具体的に記述してください。   

（1）禁煙治療中断時に薙煙していた患者の場合  

（2）禁煙治療中断時に喫煙していた患者の場合  
2．ニコチン依存症管理料の薫定対象となる禁煙治療の状況及び体制等についてお伺いします。  

①ニコチン依存症管理料の施設基準の届出時期   平鹿（ ）牢（ ・）月   

②t施役では、侵牒適用（ニコチン蝕＃症t理 桐〉とl士別に 
．自由鯵欄で薫煙治療を行って   

いますか．   

※1つだけ遭択し．1択技√り手たはーヱ」を邁択  

2．ニコチン依存度℡理科の施投よ申届出以降行っている  

した犠含は．t問ヱトーtについてもご国書をお翳い  ②一1モれは、どのような■舎ですか．液あてはまる事号すぺて   

し辛す．   1．患者零件瞥のため保険が適用されない吐合に巽欄  

2．保険に上る禁煙治療後に追加治療として実施  

3．以椚は行っていたが、今は行っていなlく  

4．以抽から行っていない   

4・ニコチン依存症管理料について、今後の諜堰・要望等がございましたら、自由にお書きください．  

こ協力いただきまして、ありがとうこざいました．匪夏至わこl己入もよろし＜お願い申し上けます．  
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「医療機関における医療機能の分化・連携に与えた影響調査」  

O「7対1入院基本料」  

〔告示〕   

「診療報酬の算定方汝 平成20年厚生労働省告示第59号 別表第1」  

AlO O 一般病棟入院基本料（1日につき）  

1 7対1入院基本料  1，555点  

注1療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料又は精神病棟入院基本料を算  

定する病棟以外の病院の病棟（以下この表において「一般病棟」という。）  

であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に  

厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関  

が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者（第3節の特定入院  

料を算定する患者を除く。）について、当該基準に係る区分に従い、それ  

ぞれ所定点数を算定する。ただし、本文に規定する7対1入院基本料に係  

る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局  

長等に届け出た病棟であって、別に厚生労働大臣が定める基準を嘩たすこ  

とができない病棟については、本文の規定にかかわらず、当該病棟に入院  

している患者（弟3節の特定入院料を算定する患者を除く。）について、  

準7対1入院基本料として、1．495点（別に厚生労働大臣が定める地域に  

所在する保険医痍機関の病棟である場合にはご1，525点）を算定する。な  

お、通則第6号に規定する保険医痍機関の病棟については、この限りでな  

い。  

3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日  

につき所定点数に加算する。  

イ14日以内の期間  428点（特別入院基本料については、300点）  

ロ15日以上30日以内の期間192点（特別入院基本料については、155点）  

「基本診療料の施設基準等 平成20年厚生労働省告示第62号」  

第5 病院の入院基本料の施設基準等  

2 一般病棟入院基本料の施設基準等  

（1）一般病棟入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準  

イ 7対1入院基本料の施設基準  

① 当該病棟において、1日に看護を行う看護職負の数は、常時、当該病棟の入  

院患者の数が7又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病  

棟において、1日に看護を行う看護職負の数が前段に規定する数に相当する数  

以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職負の数は、前段の規定  

にかかわらず、2以上であることとする。  

② 当該病棟において、看護職長の最小必要数の7割以上が看護師であること。  

1  

参 考 資 料  

こjk＿＿   



③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が19日以内であること。  

④ 看護必要度の基準を満たす患者をl割以上入院させる病棟であること（救命   

救急入院料を算定する治療室を有している保険医療機関の病棟を除く。）。  

「基本診療科の施設基準等 平成20年厚生労働省告示第62号」  

第9 特定入院料の施設基準等   

10 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等  

（1）通則  

イ 回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を8割以上入院させ、一般病棟  

又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。  

ロ 当該保険医療機関内にリハビリテーション科の医師、理学療法士及び作業療法  

士が適切に配置されていること。  

ハ 当該病棟において、1日に看護を行う看護職負の数は、常時、当該病棟の入院  

患者の数が15又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟  

において、1日に看護を行う看護職員が前段に規定する数に相当する数以上であ  

る場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわ  

らず、2以上（看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職具の数は1以上）  

であることとする。  

二 当該病棟において、看護職員の最小必要数の4割以上が看護師であること。  

ホ 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟  

の入院患者の数が30又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当  

該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者が前段に規定する数に相当す  

る数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、前段  

の規定にかかわらず、2以上（看護職具が夜勤を行う場合においては、2から当  

該看護職負の数を減じた数以上）であることとする。  

へ 回復期リハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。  

ト 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運  

動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定するリハビリ  

テーションに係る適切な実施計画を作成する体制及び適切な当該リハビリテーシ  

ョンの効果、実施方法等を評価する体制がとられていること。  

（2）回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準  

イ 当該病棟において、新規入院患者のうち1割5分以上が重症の患者であること。  

ロ 当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者  

の割合が6割以上であること。   

（3）回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数  

別表第9に掲げる状態及び日数  

別表第9 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数  

1脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、  

脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経草損傷等の発  

症後若しくは手術後の状態（発症後又は手術後2か月以内に回復期リハビリテ  

ーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る。）又は義肢装着訓練を要  

する状態（算定開始日から起算して150日以札ただし、高次脳機能障害を  

3   

O「回復期リハビリテーション病棟入院料」  

〔告示〕  

「診療報酬の算定方法 平成20年厚生労働省告示第59号 別表第1」  

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料（1日につき）  

1 回復期リハビリテーション病棟入院料1  1．690点  

（生活療養を受ける場合にあっては、1．676点）  

2 回復期リハビリテーション病棟入院料2  1，595点  

（生活療養を受ける場合にあっては、1，581点）  

注1 別に厚生労働大臣が定める主として回復期リハビリテーションを行う病   

棟に関する施設基準に適合しているものとして保険医痍機関が地方厚生局  

長等に届け出た病棟に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定  

める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものについて、当該基  

準に係る区分に従い、当該病棟に入院した日から起算して、当該状態に応  

じて別に厚生労備大臣が定める目数を限度として所定点数を算定する。た  

だし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない   

場合は、当該病棟が一般病棟である場合には区分番号AlOOに掲げる一   

般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟  

が療養病棟である場合には区分番号AlOlに掲げる療養病棟入院基本料  

の入院基本料Eの例により、それぞれ算定する。   

2 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する患者が入院する保険  

医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合は、   

重症患者回復病棟加算として、患者1人につき1日につき所定点数に50点  

を加算する（注1のただし書に規定する場合を除く。）。   

3 診療に係る費用（当該患者に対して行った第2章第7部リハビリテーシ  

ョンの費用、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業   

補助体制加算（一般病棟に限る。）、地域加算、離島加算、栄養管理実施   

加算、医療安全対策加算及び裾瘡患者管理加算、区分番号BOO5－3に   

掲げる地域連携診療計画退院時指導料並びに除外薬剤・注射薬の費用を除  

く。）は、回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれるものとする。  



伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合  

は、算定開始日から起算して180日以内）  

2 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節又は2肢以上の多発骨折の発症  

後又は手術後の状態（発症後又は手術後2か月以内に回復期リハビリテーショ  

ン病棟入院料の算定が開始されたものに限る。）（算定開始日から起算して9  

0日以内）  

3 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後  

又は発症後の状態（手術後又は発症後2か月以内に回復期リハビリテーション  

病棟入院料の算定が開始されたものに限る。）（算定開始日から起算して90  

日以内）  

4 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靭帯損傷後の状態（損  

傷後1か月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始された  

ものに限る。）（算定開始日から起算して60日以内）  

（4）回復期リハビリテーション病棟入院料の注2に規定する重症患者回復病棟加算  

の施設基準  

重症の患者の3割以上が退院時に日常生活機能が改善していること。  

O「重患性期入院医療管理料」  

〔告示〕   

「診療報酬の算定方法 平成20年厚生労働省告示第59号 別表第1」  

A308－2 亜急性期入院医療管理料（1日につき）  

1 亜急性期入院医療管理料1  2．050点  

2 亜急性期入院医療管理料2  2，050点  

注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生  

局長等に届け出た病室を有する保険医療機関（病院（亜急性期入院医療管  

理料2については、許可病床数が200床未満のものに限る。）に限る。）  

において、当該届出に係る病室に入院している患者に対し、必要があって  

亜急性期入院医療管理が行われた場合に、当該基準に係る区分に従い、亜  

急性期入院医療管理料1については、当該病室に入院した日から起算して  

90日を限度として、亜急性期入院医療管理料2については、当該病室に入  

院した目から起算して60日を限度として所定点数を算定する。ただし、当  

該病室に入院した患者が亜急性期入院医療管理料に係る算定要件に該当し  

ない場合は、区分番号AlOOに掲げる」般病棟入院基本料の注2に規定  

する特別入院基本料の例により算定する。  

2 診療に係る費用（第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務  

作業補助体制加算、地域加算、離島加算、栄養管理実施加算、医療安全対策  

加算、裾瘡患者管理加算、後期高齢者総合評価加算、後期高齢者退院調整加  

算、第2章第1部医学管理等、弟2部在宅医療、弟7部リハビリテーシ√ヨン、  
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第8部精神科専門療法、第9部処置（所定点数（第1節に掲げるものに限る。）  

が1，000点を超えるものに限る。）、第10部手術、第11部麻酔及び第12  

部放射線治療に係る費用並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。）は、亜急  

性期入院医療管理料に含まれるものとする。  

「基本診療料の施設基準等 平成20年厚生労働省告示第62号」  

第9 特定入院料の施設基準等   

11亜急性期入院医療管理料の施設基準  

（1）通則  

イ 当該病室を有する病棟において、1日に看護を行う看護職負の数は、常時、当  

該病棟の入院患者の数が13又はその場数を増すごとに1以上であること。ただ  

し、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員が前段に規定する数に相当す  

る数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の  

規定にかかわらず、2以上であることとする。  

ロ・当該病室を有する病棟において、看護職負の最小必要数の7割以上が看護師で  

あること。  

ハ 当該保険医療機関内に在宅復帰支援を担当する者が適切に配置されているこ  

と。  

ニ 特定機能病院以外の病院（亜急性期入院医療管理料2については、許可病床数  

が200床未満のものに限る。）であること。  

ホ 診療記録の管理を適切に行う体制がとられていること及び心大血管疾患リハ  

ビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーシ  

ョン料又は呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行った保険医療機関である  

こと。  

へ 退院患者のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が概ね6割  

以上であること。  

ト 亜急性期入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。  

（2）亜急性期入院医療管理料1の施設基準  

イ 主として亜急性期の患者を入院させ、一般病棟の病室を単位として行うもので  

あること。  

ロ 当該病室の病床数は、当骸保険医痍機関の有する一般病床の数の1割（一般病  

床の数が400床を超える病院にあっては40床、一般病床の数が100床未満  

の病院にあっては10床）以下であること。   

（3）亜急性期入院医療管理料2の施設基準  

イ 急性期治療を経過した患者に対して、効率的かつ密度の高い医療を提供する一  

般病棟の病室を単位として行うものであること。  

ロ 当該病室の病床数は、当該保険医療機関の有する一般病床の数の3割（一般病  

床の数が100床未満の病院にあっては30床）以下であること。  
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O「地域連携診療計画管理料」及び「地域連携診療計画退院時指導料」  

【告示〕   

「診療報酬の算定方法 平成20年厚生労働省告示第59号 別表第1」  

BO O5－2 地域連携診療計画管理料  900点  

注1 別に厚生労働大臣が定める疾患の患者の入院時に、別に厚生労働大臣が  

定める施設基準に適合しているものとして地力厚生局長等に届け出た病院  

である保険医僚機関（以下この表において「計画管理病院」という。）が、  

転院後又は退院後の地域における患者の治療を総合的に管理するため、あ  

らかじめ疾患ごとに地域連携診療計画を作成し、当該疾患に係るア台療を担  

う別の保険医療機関と共有するとともに、当該計画に基づく個別の患者の  

診療計画を作成し、患者に説明し、患者の同意を得た上で、文書により捏  

供した場合に、計画管理病院において転院時又は退院時に1回に限り所定  

点数を算定する。  

2 区分番号BO O9に掲げる診療情報提供料川の費用は、所定点数に含ま  

れるものとする。  

3 区分番号BO O3に掲げる開放型病院共同指導料肺又は区分番号BOO  

5に掲げる退院時共同指導料2は別に算定できない。  

BOO5【3 地域連携診凍計画退院時指導料  600点  

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生  

局長等に届け出た保険医療機関（計画管理病院を除く。）が、区分番号B  

O O5－2に掲げる地域連携診療計画管理料を算定した患者の退院時に、  

地域連携診療計画に基づく退院後の診療計画を作成し、患者に説明し、患  

者の同意を得た上で、文書により提供するとともに、計画管理病院に当該  

患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、所定点数を算定する。  

2 区分番号BO O9に掲げる診療情報提供料川の費用は、所定点数に含ま  

れるものとする。  

3 区分番号BO O3に掲げる開放型病院共同指導料州又は区分番号BOO  

5に掲げる退院時共同指導料2一は別に算定できない。  

「特掲診療科の施設基準琴 平成20年厚生労働省告示第63号」  

第3 医学管理等  

6 地域連携診療計画管理料の施設基準等  

（1）地域連携診療計画管理料の対象疾患  

大腿骨頸部骨折及び脳卒中  

（2）地域連携診療計画管理料の施設基準  

イ ー般病棟の入院患者の平均在院目数が17日以内である病院であること。  

ロ 当該地域において、当該病院からの転院後又は退院後の治療を担う複数の保険  

医療機関を記載した地域連携診療計画をあらかじめ作成し、地方厚生局長等に届  
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け出ていること。   

ハ 地域連携診療計画において連携する保険医療機関として定めた保険医療機関  

との間で、定期的に、診療情報の共有、地域連携診療計画の評価等を行うための  

機会を設けていること。   

ニ 脳卒中を対象疾患とする場合にあっては、医療法（昭和23年法律第205号）  

第30粂の4の規定に基づき各都道府県が作成する医療計画において、脳卒中に  

係る医療連携体制を担う医療機関として記載されている病院であること。  

7 地域連携診療計画退院時指導料の施設基準  

（1）地域連携診療計画において、連携する保険医療機関として定められている保険   

医療機関であって、当該地域連携診療計画を地域連携診療計画管理料を算定する病   

院と共有するとともに、あらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。  

（2）地域連携診療計画管理料を算定する病院の紹介を受けて、当該地域連携診療計   

画の対象となる患者を受け入れることができる体制が整備されていること。  

（3）当該保険医廃城関と、地域連携診療計画管理料を算定する病院及び地域連携診   

療計画に定められた別の保険医凍機関との間で、定期的に、診療情報の共有、地域   

連携診療計画の評価等を行うための機会を設けていること。  

（4）脳卒中の患者について地域連携診療計画退院時指導料を算定する場合にあって   

は、医療法第30条の4の規定に基づき各都道府県が作成する医療計画において、   

脳卒中に係る医療連携体制を担う医原機関として記載されている保険医療機関で  

あること。   



「回復期リハビリテーション病棟入院料において導入された「実の評価」の効果の実態調  

査」  

〔告示〕  

「診療報酬の算定方法 平成20年厚生労働省告示第59号 別表第1」   

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料（1日につき）  

1 回復期リハビリテーション病棟入院料1  1，690点  

（生活療養を受ける場合にあっては、1．676点）  

2 回復期リハビリテーション病棟入院料2  1．595点  

（生活療養を受ける場合にあっては、1，581点）  

注1 別に厚生労働大臣が定める主として回復期リハビリテーションを行う病  

棟に関する施設基準に適合しているものとして保険医痍機関が地方厚生局  

長等に届け出た病棟に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定  

める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものについて、当該基  

準に係る区分に従い、当該病棟に入院した日から起算して、当該状態に応  

じて別に厚生労働大臣が定める日数を限度として所定点数を算定する。た  

だし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない  

場合は、当該病棟が一般病棟である場合には区分番号AlOOに掲げる一  

般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟  

が療養病棟である場合には区分番号AlOlに掲げる療養病棟入院基本料  

の入院基本料Eの例により、それぞれ算定する。  

2 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する患者が入院する保険  

医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合は、  

重症患者回復病棟加算として、患者1人につき1日につき所定点数に50点  

を加算する（注1のただし事に規定する場合を除く。ト。  

3 診療に係る費用（当該患者に対して行った弟2章第7部り／、どリテーシ  

ョンの費用、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業  

補助体制加算（一般病棟に限る。）、地域加算、離島加算、栄養管理実施  

加算、医療安全対策加算及び裾瘡患者管理加算、区分番号BOO5－3に  

掲げる地域連携診療計画退院時指導料並びに除外薬剤・注射薬の費用を除  

く。）は、回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれるものとする。  

「基本診療料の施設基準等 平成20年厚生労働省告示第62号」  

第9 特定入院料の施設基準等   

10 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等  

（1）通則  

イ 回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を8割以上入院させ、一般病棟  

又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。  

ロ 当該保険医庚機関内にリハビリテーション科の医師、理学療法士及び作業療法  

士が適切に配置されていること。  

ハ 当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院  

患者の数が15又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟  

において、1日に看護を行う看護職員が前段に規定する数に相当する数以上であ  

る場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職負の数は、前段の規定にかかわ  

らず、2以上（看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職負の数は1以上）  

であることとする。  

ニ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の4割以上が看護師であること。  

ホ 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟  

の入院患者の数が30又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当  

該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者が前段に規定する数に相当す  

る数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、前段  

の規定にかかわらず、2以上（看護職員が夜勤を行う場合においては、2から当  

該看護職負の数を減じた数以上）であることとする。  

へ 回復期リハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。  

ト 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運  

動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定するリハビリ  

テーションに係る適切な実施計画を作成する体制及び適切な当該リハビリテーシ  

ョンの効果、実施方法等を評価する体制がとられていること。  

（2）回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準  

イ 当該病棟において、新規入院患者のうち1割5分以上が重症の患者であること。  

ロ 当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者  

の割合が6割以上であること。   

（3）回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限目数  

別表第9に掲げる状態及び日数  

別表第9 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数  

1脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、  

脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経草根傷等の発  

症後若しくは手術後の状態（発症後又は手術後2か月以内に回復期リハビリテ  

ーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る。）又は義肢装着訓練を要  

する状態（算定開始日から起算して150日以内。ただし、高次脳機能障害を  
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「ニコチン依存症管理料算定保険医療機関における禁煙成功率の実態調査」  

〔告示〕  

「診療報酬の算定方法 平成20年厚生労働省告示第59号 別表第1」   

B O Ol－3－2 ニコチン依存症管理料  

l 声，二ささ1  

2 2回目から4回目まで  

3 5回目  

伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合  

は、算定開始日から起算して180日以内）  

2 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節又は2肢以上の多発骨折の発症  

後又は手術後の状態（発症後又は手術後2か月以内に回復期リハビリテーショ  

ン病棟入院料の算定が開始されたものに限る。）（算定開始日から起算して9  

0日以内）  

3 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後  

又は発症後の状態（手術後又は発症後2か月以内に回復期リハビリテーション  

病棟入院料の算定が開始されたものに限る。）（算定開始日から起算して90  

日以内）  

4 大腿′計、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靭帯損傷後の状態（損  

傷後1か月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始された  

ものに限る。）（算定開始日から起算して60日以内）  

（4）回復期リハビリテーション病棟入院料の注2に規定する重症患者回復病棟加算   

の施設基幾  

重症の患者の3割以上が退院時に日常生活機能が改善していること。  

注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生  

局長等に届け出た保険医凍機関において、禁煙を希望する患者であって、  

スクリーニングテスト（TDS）等によりニコチン依存症であると診断さ  

れたものに対し、治療の必要を認め、治療内容等に係る説明を行い、文音  

により患者の同意を得た上で、禁煙に関する総合的な指導及び治療管理を  

行うとともに、その内容を文書により情報提供した場合に、5回に限り算  

定する。  

2 区分番号D200に掲げるス／くイログラフイ一等検査の4の呼気ガス分  

析の費用は、所定点数に含まれるものとする。  

「特掲診療科の施設基準等 平成20年厚生労働省告示第63号」   

第3 医学管理等  

4 ニコチン依存症管理料の施設基準  

（1）ニコチン依存症管理を適切に実施できる保険医痍機関であること。  

（2）ニコチン依存症管理料を算定した患者のうち喫煙を止めたものの割合等を地方厚  

生局長等に報告していること。  

〔課長通知〕  

「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について 保医発第0305001号」   

B O Ol－3－2 ニコチン依存症管理料  

（1）ニコチン依存症管理料は、入院中の患者以外の患者に対し、「禁煙治療のための  

標準手順書」（日本循環器学会、日本肺癌学会及び日本癌学会の承認を待たものに  

限る。）に沿って、初回の当該管理料を算定した日から起算して12週間にわたり計  

5回の禁煙治療を行った場合に算定する。   

（2）ニコチン依存症管理料の算定対象となる患者は、次の全てに該当するものであっ  

て、医師がニコチン依存症の管理が必要であると認めたものであること。  

ア 「禁煙治療のための標準手順書」に記載されているニコチン依存症に係るスク  

リーニングテスト（TDS）で、ニコチン依存症と診断されたものであること。  

イ 1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じて得た数が200以上であるものであること。  

り 直ちに禁煙することを希望している愚者であって、「禁煙治療のための標準手  
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順書」に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書によ  

り同意しているものであること。  

（3）ニコチン依存症管理料は、初回算定日より起算して1年を超えた日からでなけれ  

ば、再度算定することはできない。  

（4）治療管理の要点を診療録に記載する。  

、・！   
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